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第１章 ＪＡ役職員にとってのコンプライアンス 
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１．コンプライアンスとは 

（１）コンプライアンスとは何か 

○ 「コンプライアンス」とは、「法令等を遵守すること」という意味で使われるだけではな

く、健全な事業体・組織体として「してはならないこと」は行わず、社会から組織として

求められる「した方が良いこと」を行うという「企業倫理」や「社会規範」の意味を含め

て用いられており、自己責任に基づく組織としての行動選択も求められています。 

○ 組織におけるコンプライアンスの目的は、企業倫理や社会的責任に反する行為を未然に

防止する仕組みを構築し、業務運営の社会適合性を高めていくことにより、社会からの信

頼を確立することにあります。 

○ つまり、コンプライアンスの取組みを実践するにあたって、不祥事や法令違反等を発生

させないという「結果」も大切ですが、それ以上に不祥事や法令違反等を発生させないた

めに、１つの組織として個々の業務を適切に実行するプロセスが一般社会の要求に応える

仕組みになっているかが重視されています。 

 

（２）なぜコンプライアンスが求められるのか 

○ 今日、世界中で企業間の競争が激化するなか、日本国内においても企業自身の自己管理

能力・自己責任原則が重視される社会へと転換する流れがあり、企業には内部統制やコン

プライアンス態勢の確立が求められています。 

○ 自己責任社会においては、国民に対しても自ら情報を集め「自分で自分の身を守ること」

が求められることから、企業に対するコンプライアンス遵守の要請が高まっています。 

○ コンプライアンスに違反した企業は、マスコミの批判的報道等、厳しい社会的制裁が加

えられ信用を喪失することとなります。「不正行為を見て見ぬふりをしていた」「行政や社

会への報告が遅れた」場合、不祥事そのものの損失以上に社会からの信用を失うことにな

ります。 

○ また、組織で働く職員や雇用形態の多様化・流動化、情報化社会の進展やグローバル化

の進展等の環境変化により、大量かつ迅速な情報伝達が可能になったため、これまで以上

に職員の倫理教育を徹底するほか、内部通報制度の整備も求められています。 

○ 一方、コンプライアンスには、信用を守るだけでなく、「企業価値を高める」というポジ

ティブな面があります。ポジティブな面を意識した組織ほど、信用力やブランドイメージ、

顧客の満足度を高めるために、ルールを守り、顧客志向や社会貢献意識が高い組織を目指

して、コンプライアンスに力を入れて取り組んでいます。 
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（３）コンプライアンスはＪＡの最重要経営課題 

 

○ このような社会情勢のなかで、ＪＡにおいても内部管理態勢の充実がコンプライアンス

を確固たるものとし、信用毀損や損失のリスクを軽減するものとなっています。 

○ 特にＪＡは、信用・共済・経済事業など幅広い事業を展開しており、その公共性の高さ

から一般企業以上にコンプライアンスの徹底が最重要の経営課題として求められていま

す。 

○ 現在、ＪＡグループをあげて自己改革の取組みを進めているなかで、ＪＡにおいて重大

な不祥事が発生すると、当該ＪＡのみならずＪＡグループ全体への信頼に悪影響を与える

こととなり、自己改革の取組みに水をさすことになりかねません。 

○ ＪＡでは常識と思っていた行動が、社会からは時代遅れの非常識な行動と受け取られる

リスクや、社会からの要請に応えられていないと見なされるリスクがあります。社会の動

きに敏感になって、子会社・関係会社を含めたＪＡ全体のブランドを守るためにコンプラ

イアンス経営に取り組まなければなりません。 

○ また、「不祥事はあってはならない」という考え方には、実際に不祥事が起こった時に

隠蔽等の誤った対応につながりかねないリスクがあります。「どんな組織でも不正・不祥

事等は必ず起こる」前提に立って、平時から想定されるリスクに十分な注意を払い、必要

な予防策を講ずること、事案が発生した場合の被害を最小化することが求められます。 

 

（４）コンプライアンスはＪＡ職員一人一人が最低限守るべきこと 

 

○ 一人の役職員がコンプライアンス違反をした場合、例えそれが故意ではなく不注意から

おきてしまったことでも、「ＪＡの不祥事」に該当してしまい、その当事者の人生さえも

台無しにしてしまう可能性があります。 

○ そうならないためにも、役職員一人一人がコンプライアンスを意識することが日常業務

の基本であり、言い換えれば、コンプライアンスはＪＡ役職員が最低限守るべきことです。 

○ ＪＡ役職員が日常的に心がけるべきこととして、社会人として最低限のあるべき行動を

とることはもとより、関係法令や社会規範、ＪＡの内部規程等のルールを正しく守り、Ｊ

Ａの果たすべき基本的使命・社会的責任に携わる者として、責任と誇りをもった行動をと

ることが、何よりも大切となります。 

○ 業務目標の達成に向けて真剣に取り組めば取り組むほど、コンプライアンスを秤にかけ

て、不正行為を正当化し、不祥事を起こしやすいと言われています。おかしいと思ったこ

とは口に出して言える職場環境をつくることも大切となります。 
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（５）「コンプライアンス・マニュアル」の日常的な活用 

  

○ この「コンプライアンス・マニュアル」は、ＪＡ役職員が日常業務を行っていくなかで、

留意すべき事項をまとめたものです。 

○ コンプライアンス・マニュアルの対象は、ＪＡの全役職員（役員、職員、嘱託員、派遣

職員等）であるとともに、各々が「ＪＡの役職員としての立場」で行う業務上のすべての

行為であり、コンプライアンス・マニュアルを常に遵守する義務を負います。 

○ ここに記載されていることは、最低限踏まえるとともに、日常業務のなかで、「これは

コンプライアンスに抵触するか」と迷った場合は、このマニュアルを活用してください。 
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２．自らが不祥事に関わらないための取組 

（１）ＪＡの不祥事 

 

○ 実際に、不祥事を発生させてしまったＪＡは、社会から批判の目にさらされ、事業の運

営全体にも影響が及び、損ねられた信頼回復に多大な労力を費やしています。 

○ したがって、ＪＡのコンプライアンスのなかでも、「不祥事未然防止」は、最重要課題で

あると言えます。ＪＡで実際に発生している不祥事（例）は以下のとおりです。 

 ・信用事業：普通貯金口座からの横領、定期積金掛金の横領・立替、現金紛失など 

 ・共済事業：共済契約掛金の横領・立替、共済契約の不正契約、共済契約にかかる意向把

握・確認義務違反、情報提供義務違反、共済代理店の設置・廃止にかかる届出失念など 

・経済事業：直売所や給油所における現金横領、米やたばこ、ガソリン等の横領、棚卸差

損発生よる伝票等の不正操作、農産物検査法違反など 

・その他事業：組合員組織会計口座からの現金横領、子会社職員による現金横領など 

○ なお、近年は、常勤役員自身が不正を犯す案件や 10 年以上の長期未発覚の案件、被害

金額１億円以上の多額案件など、ＪＡグループ全体の体質そのものを問われかねない重大

な不祥事も発生しています。 

〇 また、近年、ＪＡ職員の共済契約において、正しい告知を行わず、本来適用されるべき

掛金よりも低い掛金で契約締結した事例が確認されています。共済契約者・被共済者に対

して正しい情報の提供を求める立場にある推進担当者は、「自らの契約で正しい告知をす

るのは当然である」というコンプライアンス意識をもって、共済推進を行ってください。 

 

（２）心当たりはないか 

○ 実際の不祥事は、下記のようなことがきっかけで発生しています。あなたの身の周りで

実際に起きていないか、思い返してみてください。 

■ パチンコ・競馬・競艇等のギャンブルへの依存 

■ ＦＸ、先物取引等のリスクが高く投機的な投資 

■ 派手な生活（自動車、ブランド品など） 

■ 消費者金融・サラ金からの借金・多重債務 

■ 異性への貢ぎ 

■ 暴力団等の脅迫   など 

 

（３）日常的に心がけること 

 ○ 自らが不祥事に関わらないために、以下の点について、日常的な業務・生活のなかで

心がけることが大事になります。 

 

① 判断に迷ったときに思い出すこと  
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◎ 自らの行動が、組合員・ＪＡ・消費者の期待を裏切らないか 

◎ 自らの行動が、法令・諸規定に違反していないか 

◎ 自らの行動が、マスコミ報道されてもきちんと説明できるか 

◎ 自らの行動を、家族に正直に話せるか 

◎ 自らの行動は、良心に従い、本当に正しいと思うか 

 

 

② 公私のけじめをつける 

   ◎ 日常生活がゆるんでしまえば、業務にも影響します。 

   ◎ 現金がそこにあっても、あなたのお金ではありません。 

◎ １円でも、１日でもＪＡの公金の流用・横領は犯罪です。 

 

  ③ ギャンブルやハイリスクな投資が不祥事の引き金となる 

   ◎ 自分の責任の及ぶ範囲での出費に抑えなければなりません。 

 

  ④ 業務上のトラブルはすぐに上司に報告 

   ◎ 業務上のトラブルを放置してしまうと、事態が悪化し、不祥事につながってしまい

ます。 

   ◎ 何でも相談ができる風通しの良い職場風土作りが大事です。 

   

⑤ 不祥事は必ず発見される 

   ◎ 内部けん制の精度は日々進歩し、不祥事の発覚率が高くなっています。 

   

⑥ 不祥事には非常に重い代償が科せられる 

   ◎ 懲戒処分などの厳しい人事処罰の対象となります。 

   ◎ 上司や同僚等が人事処罰を受けることにもなります。 

   ◎ 自分だけでなく、家族を含め社会的な制裁を受けることにもなります。 

 

 

（４）不祥事の当事者になってしまったら 

○ 不祥事は、過度のギャンブルへの依存や趣味への出費、投資等から消費者金融・サラ金

からの借金の返済のために、ＪＡの公金に手を出してしまうなど、日常生活の乱れから発

生します。 

○ 「このくらいなら大丈夫」「すぐ返すから大丈夫」という安易な気持ちから不正が始ま

り、慢性化の結果、大きな不祥事へと発展するケースが多々あります。 

○ その結果、破滅への道へと進んでしまいます。 

   ■ 自殺      ■ 懲戒解雇等      ■ 地域からの信用失墜等 

   ■ 刑事罰     ■ 離婚等家庭崩壊 
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３．職場風土の是正に向けた取組 
 

○ 不祥事は当事者個人の問題だけではなく、以下のような組織が抱える構造的な問題に

よっても引き起こされます。 

◎ 業績達成のプレッシャーが過大になり、虚偽の報告をしていた。 

◎ 先輩がやっていたので、不正行為には気づいていたが、見過ごしていた（見て見ぬふ

りをしていた）。 

◎ 管理者が多忙である、部下が優秀、ベテランであるなどの理由で、業務を部下に任せ

きりであった。 

◎ 業務上の相談や職場内での気になること等、何かあっても相談できる雰囲気がなかっ

た。 

◎ 「部下はきちんとやっているはずだから大丈夫」と思い込んで業務をしていた。 

◎ 手続き・マニュアルが策定されておらず、前任者からの引き継ぎのみで、業務が属人

的であった。また、業務に精通する職員が一人しかおらず、外部者には内容がわからな

いブラックボックス化していた。 

◎ 本店・本所がつくるマニュアルは実態にあっていないと現場で判断し、リスクを検討

しないまま現場の独自のやり方で進めていた。 

○ このような不健全な職場風土を是正するため、組織として以下の取組みを実行してくだ

さい。 

◎ 組合の行為によって、職員の「切羽詰まった状態」が作り出されていないか意識・確

認する（切羽詰まっている職員に対するケアの制度を設ける） 

※組合の行為・・・（賃金カット、昇給据え置き、残業代カット、ノルマ等） 

◎ 正当に評価されない人事制度や給与システムの見直し 

◎ 職員のモラルを維持する取組み（職員教育、研修制度の充実） 

◎ 権限の集中を避ける（適切な業務プロセスの設計と運用、決裁の意義の再確認など） 

◎ 不正が早急に発見できる体制を確立する（日常的なモニタリング体制の確立、不正が

発見できる内部監査体制の確立） 

◎ 定期的な人事異動の実施（人事異動の制度化、人事異動が困難な場合は集中的なチェ

ックを実施） 

 

【参考】不祥事件の定義と範囲 
平成 23年 4月 1日から、「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事

組合法人向けの総合的な監督指針（信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。）（以下、「監

督指針」）」で「不祥事件」と「不祥事件等」が定義され、農協法施行規則第 231 条第 5 項に定

められているものに該当する事案を「不祥事件」といい、「不祥事件」に加え、ＪＡＳ法や独占禁

止法などに違反する行為により、組合が組織としてこれらの法令に基づく処分を受けた場合を含

むものを「不祥事件等」とすることになりました。 

そのため、本「コンプライアンス・マニュアル」では、監督指針の「不祥事件」に該当するもの

は「不祥事件」、「不祥事件等」から「不祥事件」を除くものを「他法令処分事案」、「他法令処

分事案」を含む、組合として他法令違反を起こした事案全体を「他法令違反事案」と表記し、「不
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祥事件」及び「他法令処分事案」を含む「不祥事件等」、「他法令違反事案」の全てを総称して「不

祥事」と表記します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 不祥事件の定義 

不祥事件とは、組合（ＪＡ）またはその子会社の役職員または信用事業受託者または共済代理店の役

員もしくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為（保険会社の代理店業務に関するものを含む）

を行ったことをいいます（農業協同組合法施行規則第 231条第 5項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 不祥事件の範囲 

① 組合の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 組合の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 

② 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29年法律第 195号)又は預金等 

に係る不当契約の取締に関する法律(昭和 32年法律第 136号)に違反する行為 

③ 農協法第 11 条の 4、農協法第 11条の 5において読み替えて準用する金融商品取引法第 38条 

各号、農協法第 92条の 4において読み替えて準用する銀行法第 52条の 45又は農協法 92条の 

5において読み替えて準用する金融商品取引法第 38条各号の規定に違反する行為 

④ 農協法第 11 条の 20第 1項、農協法第 11条の 21もしくは農協法第 11条の 24の規定、農協 

法第 11条の 27において読み替えて準用する金融商品取引法第 38条各号もしくは金融商品取 

引法第 39条第 1項の規定もしくは農協法施行規則第 22条の 29第 1項の規定に違反する行為 

又は農協法第 11 条の 25 第 1 項において読み替えて準用する保険業法第 307 条第 1 項第 3 号

に 

該当する行為 

⑤ 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失（盗難に遭うこと及び過不足を生じさせ 

ることを含む。以下この号において同じ。）のうち、組合の業務の特性、規模その他の事情を勘 

案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの 

⑥ その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって 

前各号に掲げる行為に準ずるもの 

ＪＡの業務に関連して、ＪＡ役職員が関与した詐欺、横領、背任、文書偽造等の犯罪行為に

ついては、その行為が未遂である場合や自らは実施しなくてもそそのかした場合等も犯罪な

ので不祥事件として扱います。 

施行規則第 231 条第 5 項第 1～6 号に該当する事案 

※第 6 号については、監督指針、信用事業向けの監督

指針、共済事業向けの監督指針に基づく事項など 

【無届募集などの保険業法違反など】 

 

不祥事件 

行政報告様式「不祥事件の概要」にて 

行政庁へ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合が組織として他法令違反

を起こした事案 

【他法令違反事案】 

組合が組織として他法令違

反を起こし、他法令に基づく

処分を受けた事案 

【他法令処分事案】 

行政庁からの求めに 

応じて報告 

「不祥事」の範囲 

不祥事件等 
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〈例〉 

○オンライン端末の不正操作を行って現金を着服した場合 

○出納係が、現金出納箱より現金を抜き取り着服した場合 

○信用限度額を超えた無担保・無保証融資を実施した場合 

○契約者に無断で、定期貯金・共済契約を解約し、解約金を着服した場合 

○集金した定期積金の掛金・共済掛金を入金せずに、そのまま着服した場合 

○共済金受取人に支払うべき共済金を支払わずに、そのまま着服した場合 

○共済金の不正請求に加担した場合や自ら不正請求を行った場合 

○店舗等の現金を売上計上せず着服した場合 

○アルバイト職員による給油所のＰＯＳの不正操作および現金着服  他 

○無断借名契約（契約者・被共済者に無断で名義を使って締結している契約） 他 

 

② 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29 年法律第 195 号）又は預金等に係る

不当契約の取締に関する法律（昭和 32年法律第 136号）に違反する行為 

 

 

 

 

〈例〉 

○法令外の金利による利息を受領した場合 

○ＪＡの役職員が、その地位を利用し、自己またはＪＡ以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、

金銭の貸借の媒介または債務の保証を行った場合（浮貸し） 

（注）浮貸し：金融機関の役職員がその地位を利用して、自己または第三者の利益を図るために金銭

の貸付けをすること。 

 

③ 農協法第 11 条の 4、農協法第11条の5において読み替えて準用する金融商品取引法第 38 条各号、農協

法第 92条の 4において読み替えて準用する銀行法第 52条の 45又は農協法 92条の 5において読み替えて

準用する金融商品取引法第 38条各号の規定に違反する行為 

 

 

〈例〉 

○元本割れのリスクのある金融商品を、リスクはないと偽って顧客に告げる場合 

○資金融資の際に他事業の利用等を条件とした貸出しをする行為 

 

④ 農協法第11条の 20第1項、農協法第11条の21もしくは農協法第11条の 24の規定、農協法第 11条の27に

おいて読み替えて準用する金融商品取引法第 38 条各号もしくは金融商品取引法第 39 条第 1 項の規定もしくは

農協法施行規則第22条の29第1項の規定に違反する行為又は農協法第11条の25第1項において読み替えて準

用する保険業法第307条第1項第3号に該当する行為 

※ 「準用保険業法」とは、農協法第 11 条の 25 第 1 項において読み替えて準用する保険業法のこと

をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

〈例〉 

○重要事項説明書の説明・交付を行わなかった場合 

○意向把握や意向確認を行わなかった場合 

○共済に加入すればＪＡから融資が受けられるなどと虚偽の説明をした場合 

ＪＡが、法定外の金利を受領したり、職員が浮貸しを行ったりした事実があれば、金額にかか 

わらず、不祥事件として扱います。 

 

信用事業に係る禁止行為に違反する行為は、不祥事件として扱います。 

共済契約にかかる情報提供義務違反、意向把握・意向確認義務違反、推進上の禁止行為や共

済代理店の無届け推進等は、不祥事件として扱います。 

※ 一定の要件を満たす「共済代理店の無届推進」は、不祥事件に該当しない場合があるため、

ＪＡ全国共済連北海道本部に照会してください。 
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○病歴を偽って契約することをすすめた場合 

○被共済者が病歴について告知しているにもかかわらず、病歴のない旨を共済推進者が告知書に記入 

した場合 

○年令を改ざんする行為や替玉により診査書を改ざんした場合 

○推進活動において一部の共済契約関係者に対する共済掛金の立替や、割引等、特別の利益の提供（ま 

たはこれを約束すること）を行った場合（※） 

※ 既契約共済掛金の立替えや、事務誤りにより発生した共済契約者からの苦情に対する対処として共

済掛金を推進者やＪＡが負担するような場合を含みます。また、共済掛金の立替については、新規共

済契約の掛金立替は第４号違反に該当しますが、既契約の掛金立替についても第６号違反で不祥事件

に該当します。 

○共済代理店の設置および廃止にかかる届出漏れ（農協法第 97条第 1号違反）の状態で推進行為 

を行った場合（※） 

※ 一定の要件を満たす「共済代理店の無届推進」は、不祥事件に該当しない場合があるため、ＪＡ

全国共済連北海道本部に照会してください。 

  ○保険代理店業務を行っている組合または組合の子会社において、無届募集、無登録募集など保険業法

に違反する行為を行った、または、保険業法第 307条第１項第３号に該当する行為を行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

⑤ 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失（盗難に遭うことおよび過不足を生じさせること

を含む。以下この号において同じ。）のうち、組合の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の

管理上重大な紛失と認められるもの） 

 

 

 

 

 

 

 

〈例〉 

○現金に 100万円以上の現金不足が発生し、かつその原因が特定できない場合 

○手形・小切手の紛失（貸付手形、白地手形、白地小切手を含む） 

○強盗が入り、100万円以上の現金を奪われた場合 

○ＡＴＭや金庫が盗難に遭い、100万円以上の現金等が盗まれた場合 

 

⑥ その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為またはそのおそれのある行為であって、前各

号に掲げる行為に準ずるもの 

 

 

 

 

〈例〉 

○1件あたりの金額が 100万円未満の現金等の盗難が短期間に連続して発生した場合 

ＪＡの管理する現金・有価証券に生じた紛失、盗難事故等については、平成 29 年 4 月の農協法

施行規則の改正により、「１件あたりの金額が 100 万円以上」とする金額基準が撤廃され、「組

合の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの」へ

と改められましたが、現金等紛失が当該業務の管理上重大な紛失か否かを各ＪＡが各々判断する

こととした場合、無用な混乱が生じる恐れがあるため、北海道との申し合わせにより、道内におい

ては、従来どおり「１件あたりの金額が 100 万円以上」の事案を不祥事件として扱います。 

前述①～⑤には該当しないが、以下に該当する場合など前各号に準ずる行為は、原則、不祥事件

として扱います。  

＜参考＞保険業法 

（登録の取り消し等） 

第３０７条 内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該

当するときは、第２７６条若しくは第２８６条の登録を取り消し、又は６月以内の期間

を定めて業務の全般若しくは一部の停止を命ずることができる。 

 １ ＜省略＞ 

 ２ ＜省略＞ 

 ３ この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他保険募

集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。 
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    ○２回目以降(既契約)の共済掛金の立替 

○架空契約（実在しない契約者・被共済者名義を使って締結している契約）および借名契約（ＪＡの役

職員が、利用者から名義使用だけの了解を取り付け、共済掛金は当該役職員が支払って締結している契

約）が発生した場合 

○組織的な要因により職員に対して不必要な共済契約を締結させた場合 

○インサイダー取引規制違反（業務上知り得たインサイダー情報をもとに、自己の計算でインサイダー

取引を行った場合） 

 

（３）不祥事件に該当しない不祥事（他法令処分事案もしくは他法令違反事案） 

ＪＡＳ法や独占禁止法、金融商品取引法などに違反する行為（不祥事件とされた事案を除く）により、

ＪＡが組織としてこれらの法令に基づく処分（処分とは、組合が行った農協法以外の法令に違反する行為

について、組合に対して義務を課し、または規制を制限する行政庁による処分を意味する。）を受けた場

合には、「不祥事件等」として報告を求められることがあります。処分を受けなくても組織として法令違

反を起こした事案も不祥事として扱います。 

 

（４）不祥事に該当しない事案 

ＪＡの業務に関連しない純然たる私的な行為や上記（１）に該当しない行為、（３）に該当するＪＡ役

職員による業務上の事故は、原則として、ＪＡの不祥事としては扱いません。 

ただし、事案によっては役員・理事会等への報告を行うことが必要です。 

 

＜不祥事に該当しないと思われる事例＞ 

○ＪＡの管理する現金等でない、たとえば職員の私的現金等の職場内での紛失・盗難事故 

○役職員やその家族が事件・事故に巻き込まれた場合 

○役職員の業務外の不祥事（ＪＡの不祥事として扱わないが、就業規則に基づく懲戒の対象になること

がある） 

 

※ なお、不祥事に該当するかどうかについては、判断がつきにくい場合は、速やかに中央会または各連合会

へ相談等をして下さい。 
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第２章 コンプライアンスに係る各種の規範 
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Ⅰ．ＪＡ綱領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたちＪＡの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な定義・価値・原則

（自主、自立、参加、民主的運営、公正、連帯等）に基づき行動します。そして地

球的視野に立って環境変化を見直し、組織・事業・経営の革新をはかります。さら

に、地域・全国・世界の協同組合の仲間と連携し、より民主的で公正な社会の実現

に努めます。  

このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざした組織として

の社会的役割を誠実に果たします。 

 

 

わたしたちは、 

 

１．地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。 

１．環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域

社会を築こう。   

１．ＪＡへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。   

１．自主・自立と民主的運営の基本に立ち、ＪＡを健全に経営し信頼を

高めよう。   

１．協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。 
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Ⅱ．サツラク農協の経営理念  

 

 

       ～サツラク農協の存在意義 

１） 消費者に安全・安心でおいしい乳製品・畜産製品を提供します。 

２） 組合員の酪農経営と生活を守り、心豊かな暮らし作りに貢献します。 

３） 地域の皆様に、質の高いサービスを提供します。 

４） 地域の環境・文化・福祉に貢献します。 

 

        ～経営に取り組む基本姿勢 

１） 事業は「公正」、「誠実」を旨とします。 

２） 全ての物事の判断基準は、「組合員」・「利用者」・「消費者」の立場を起点とします。 

３） 「他者への配慮」の姿勢を持って、事業を運営します。 

４） 地域と共生する組織として、「社会的責任」を念頭に事業を運営します。 

 

        ～組織構成員の行動のあり方 

１） 常に「感謝の心」忘れずに行動します。 

２） 時代の変化に対し、「チャレンジ精神」で望みます。 

３） 仕事の「プロフェッショナル」を目指します。 

４） 「順法精神」に則り行動します。 

 

 

 

組織使命 

経営姿勢 

行動規範 
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Ⅲ．サツラク農協 コンプライアンス基本方針 
 

 

【前文】 

 ○ Ｊサツラク農協は、相互扶助の理念に基づき、酪農畜産物の供給源としての役割や、

金融機関としての役割など、協同組合組織として組合員や地域社会に必要とされる事業

を通じて、その生活の向上や地域社会の発展の貢献するという基本的使命・社会的責任

を担っています。 

 ○ サツラク農協は、この基本的使命・社会的責任の実現に向けて、以下のコンプライア

ンス基本方針に基づく事業を展開していきます。 

 

【基本方針】 

  ○ 当組合は、農協の担う基本的使命・社会的責任を果たし、組合員や利用者の多様なニ

ーズに応える事業を展開し、社会の信頼を確立するため、当組合の役職員一人一人が、

高い倫理観と強い責任感を持って、日常の業務を遂行する。 

  ○ 当組合は、創意と工夫を活かした質の高いサービスと、組合員の目線に立った事業活

動により、地域社会の発展に貢献する。 

  ○ 当組合は、関連する法令等を厳格に遵守し、社会的規範に基づき、誠実かつ公正な業

務運営を遂行する。 

  ○ 経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめ、広く地域社会とのコミュニケーションの

充実を図るとともに、透明性の高い組織風土を構築し、信頼の確立を図る。 

  ○ 社会の秩序や安全に脅威を与えるマネー・ローンダリング等および反社会的勢力等に

対しては、確固たる信念をもって、排除の姿勢を堅持する。 
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Ⅳ．役職員の行動規範 
 

【前文】 

○ ＪＡは、特に酪農畜産物の供給源としての役割や金融機関としての役割など、公共性

の高い事業を行っており、ひとたびＪＡの使命・責任を忘れた業務運営がもたらす法令

等の違反や不祥事が生じれば、地元の「信頼」のみならず、ＪＡグループ全体の「信頼」

を損なうことにつながる。 

 ○ ＪＡの「信頼」を守っていくため、役職員一人一人が、ＪＡの使命・責任を果たす一

翼を担っていることを深く認識し、責任と誇りを持って業務を遂行していくため、以下

の役職員行動規範を定めることとする。 

 

 

【行動規範】 

  ○ ＪＡは、組合員・地域農業・地域社会の発展のために尽くすという基本的使命と社会

的責任を有しており、私たちは、それを果たすために必要な事業・活動を担う一人の職

員である自覚と責任を持ち、日常の職務を全うしなければならない。 

○ 私たちは、組合員・地域社会からの「信頼」を得るため、組合員・利用者の声を受け

止める努力を通じ、ＪＡ経営の健全性やサービスの質的向上に向けた創意工夫と努力を、

常に怠ってはならない。 

  ○ 私たちは、ＪＡの事業・活動を担う職業人であることを常に自覚し、自らの役割をし

っかりと理解したうえで、それぞれの職務に専念しなければならない。 

  ○ 私たちは、組合員・地域からの「信頼」を得るため、正確な業務処理と積極的な業務

遂行を行うよう、心がけなければならない。 

  ○ 私たちは、職務上知り得た組合員・取引先の秘密やＪＡの経営上の秘密を、在職中は

当然ながら、退職後においても厳に保持しなければならない。 

  ○ 私たちは、法令・定款・内部規定等を十分に理解し、コンプライアンスの実現に向け、

適正な業務処理に努めなければならない。 

  ○ 私たちは、職業人として公私の区別をはっきりとさせ、個人の感情で差別することの

ないよう、公正に処理しなければならない。 

  ○ 私たちは、勤務中はもとより、勤務外の私生活においても、組合の名誉や信用を損な

うような行為や、ＪＡの利益に反するような行為を慎まなければならない。 

  ○ 安全で衛生的な職場環境の維持に努めるとともに、偏見や差別のない明るく活気に溢

れた職場環境となるよう心がけ、相談・報告がしやすく働きやすい職場づくりに努めな

ければならない。 

○ 私たちは、消費者に安全・安心で信頼される農畜産物・商品の供給に努めなければな

らない。 
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【参考】「コンプライアンス・プログラム」について 

預貯金等受入系統金融機関に係る検査マニュアル（以下、系統金融検査マニュアル）におい

て、コンプライアンス・プログラムについて、「法令等遵守方針及び法令等遵守規程に沿って、

コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画（内部規程の整備、職員等の研修計画

など）」と規定され、「最長でも年度毎に策定」することが求められています。 

 

各ＪＡにおいては、系統金融検査マニュアルが公表された平成 11 年 12 月以降、「ＪＡにお

けるコンプライアンスの実践について（平成 14 年 10 月 ＪＡ北海道中央会）」等に基づき、

次のようなコンプライアンス・プログラムの策定・実践に取り組んできた経過にあります。 
  

① コンプライアンス基本方針・役職員の行動規範の制定 

② コンプライアンス関連規程の整備 

③ コンプライアンス・マニュアルの策定 

④ モニタリング体制の確立（コンプライアンス担当部署の設置、内部監査による検証等） 

⑤ 役職員への周知徹底（常勤役員による訓示、研修体制の充実等） 

⑥ 適正な人事ローテーションの確立 

⑦ 情報の収集管理（報告ルール等の明確化、ヘルプラインの設置等）等々 

 

このうち、①～④は、既に整備されており、適宜見直しを図るものであることから、コンプ

ライアンス・プログラム上の実践項目とはせず、以下のようなコンプライアンスの実現に向け

た実践項目を盛り込むこととします。 

 

・コンプライアンス委員会の開催 

・不祥事ゼロ運動取組実践項目 

・教育研修（常勤役員による訓示、研修会、通信教育等） 

・職場離脱の実施 

・内部監査によるモニタリング 

・ヘルプラインの有効活用           等々 

 

なお、コンプライアンス・プログラムの内容が、事業計画等で設定されている場合は、必ず

しも、コンプライアンス・プログラム単独での策定は必要ありません。 
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第３章 コンプライアンス態勢 
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Ⅰ．コンプライアンス推進体制 

１．コンプライアンス態勢を推進するための組織体制 

【体制図】～別添 

（１）理事会 

 ○ 理事会では、業務運営に係るコンプライアンス態勢の全般について協議・決定する。 

 ○ 特に、コンプライアンス・プログラムやコンプライアンス・マニュアルの策定・修正

や不祥事が発生してしまった場合の対応方策など、コンプライアンスの重要事項につい

ての承認を行う。 

 

（２）コンプライアンス委員会 

① 体制・位置づけ 

○ 組合のコンプライアンス態勢全般に係る企画・推進・進捗管理に関する検討・審議

を行い、あわせて責任体制を明確化するための委員会であり、コンプライアンス規程

に基づく体制とする。 

委員長   代表理事組合長 

副委員長  専務理事・常務理事 

事務局   総務部長 

構成員   代表監事 

部長・次長 

監査室長 

 

② コンプライアンス委員会の役割 

   ○ コンプライアンス態勢及びリスク管理態勢全般に係る企画・推進に関する事項の審

議 

○ コンプライアンス・マニュアル及び関係規程等の制定・見直し審議 

   ○ リスク管理方針の制定・見直し 

○ コンプライアンス・プログラムの策定・見直し  

   ○ コンプライアンス・プログラムの効果的実践及び進捗状況の把握 

   ○ 違法行為が発生した場合の対応 

   ○ 違法行為の未然防止策並びに再発防止策の検討 

   ○ コンプライアンス事故報告に関する事項 

   ○ 事務リスク管理態勢の構築・整備に関する事項 

   ○ 情報セキュリティ管理態勢の構築・整備に関する事項 

   ○ 利益相反管理規程第 11 条に基づく利益相反管理体制にかかる事項 

○ 反社会的勢力との取引排除に関する事項 
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（３）コンプライアンス統括部署 

 ① 統括部署・位置づけ：総務部 

  ○ コンプライアンスに関する問題を一元的に管理・統括する部署を総務部とし、常勤

役員（コンプライアンス担当役員）を統括責任者とする。 

  ② コンプライアンス統括部署の役割 

   ○ 理事会・コンプライアンス委員会への協議・報告の対応 

○ 役職員の行動規範および関係規定の制定・見直し 

○ コンプライアンスに係る照会・連絡・相談・協議の対応 

○ 不祥事発生時の対応 

○ コンプライアンス事故発生時の対応および事後対応 

○ 不祥事再発防止策の検討 

○ 不祥事未然防止策の検討 

○ 情報セキュリティに関する事項 

○ その他コンプライアンスに関する事項 

○ コンプライアンス委員会の事務局 

 

（４）コンプライアンス主管部署 

 ① 位置づけ：各業務の主管部署（責任者：各部長） 

   ○ 日常業務におけるコンプライアンスに係る主管部署は、各業務の統括部署とし、各

部長をコンプライアンス責任者とする。 

② コンプライアンス主管部署の役割 

  ○ 主管業務に係るコンプライアンス関連事項の統括 

○ 主管業務に係る規程等の制定・整備・指導 

   ○ 主管業務に係るコンプライアンスについての教育・啓蒙 

   ○ 主管業務に係るコンプライアンス上の問題発生時等のコンプライアンス統括部署

（総務部）への連絡・相談・報告と対応 

 

（５）コンプライアンス担当者 

 ① 位置づけ：各部より２名 

   ○ コンプライアンスに係る職員の相談窓口とし、統括責任者（総務部長）が各部より

コンプライアンス担当者２名を指名する。 

 ② コンプライアンスにおける役割 

   ○ 部署内におけるコンプライアンス関連事項の統括 

○ 部署内におけるコンプライアンスについての教育・啓蒙 

   ○ 部署内におけるコンプライアンス上の問題発生時等のコンプライアンス主管部署

への連絡・相談・報告と対応 
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（６）監事・内部監査担当部署の役割：監査室 

   ○ コンプライアンスに係る業務運営等の監査 

   ○ 監査結果の経営層への報告 

 

（７）ヘルプライン（内部通報制度） 

  ① 内容 

  ○ ヘルプラインとは、ＪＡ内で現在起きている不祥事やその可能性があると気づいた

役職員が、通常の職制ラインとは別のヘルプライン担当先に相談・通報する仕組みで

ある。 

   ○ ヘルプラインは、法令違反等不正に関するリスクを早期に発見・解明し、不祥事の

早期発見・未然防止を目指すことを目的としている。 

   ○ 窓口および関係者は、通報者や通報内容の情報を厳重に管理し、通報者を探ったり、 

人事や処遇等で一切の不利益な扱いをしたりしてはならない。 

  

 ② ヘルプライン窓口（実際の設置状況に応じて記載） 
 
・内部通報窓口 

   ＜内部窓口＞ 

   総務部 ＴＥＬ：011-721-7301 

       電子メール：comp@satsuraku.or.jp 

       郵便（送付先）：札幌市東区苗穂町 3丁目３－７（統括責任者宛て） 

 

  ・外部通報窓口 

 ＜外部窓口＞ 

   全国 JAヘルプライン （株）インターナショナル・リエゾン 

ＴＥＬ：03-6261-0270 

       電子メール：z-jahelpline@sirius.ocn.ne.jp 

       郵便（送付先）：〒102-0093 東京都千代田区平河町 1‐1‐1 
平河町コート 301中島肇法律事務所内 

 

  ・外部通報窓口 

   アデコ㈱ ハラスメント通報・相談・外部窓口 

 対応日時 月水金 10:00～21:00 土 10:00～17:00 

所用時間 30分程度 ※状況により時間を延長する場合あり 

流れ   ①事前予約 予約サイトから相談日時を予約 

     ②当日   相談日時に相談員より電話があります。 

 

予約 WEBサイト 

   



22 

 

 

（８）コンプライアンスにおける職員の役割 

   ○ 職員としてのコンプライアンスにおける役割は、「コンプライアンス・マニュアル」

を理解し、コンプライアンスを常に意識して日々の業務に取り組むことである。 

   ○ 日々の業務の中で、「コンプライアンス・マニュアル」に記述されていない事態が 

発生したり、判断に迷う場合には、自分のみで判断するのではなく、直属の上司・部 

内のコンプライアンス担当者・責任者に相談する。 

○ 小さな不正・ミス等を見逃すと、より大きな不祥事や事故等につながる可能性があ

るので、細かなことでも遠慮せず、直属の上司や、コンプライアンス統括部署等に相

談する。 
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Ⅱ．コンプライアンス関連規程類  

 

１．コンプライアンス規程（404） 

２．コンプライアンス・ヘルプライン規程（405） 

３．反社会的勢力等への対応に関する規程（406） 

 ４．マネー・ローンダリング等への対応に関する規程（407） 

５．不祥事対応要領（946） 
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第４章 日常業務における留意事項 
 

 

１．一般倫理に関する事項 

２．業務遂行に関する事項 

３．情報管理に関する事項 

４．人事・労務に関する事項 

５．ＪＡの経営・業務運営に関する事項 
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１．一般倫理に関する事項 

（１） 事務所のコピー機の私的使用【ＪＡ資産の私的利用】 

（２） 内部資料の外部持ち出し 

（３） 勤務時間中に株取引・ＦＸ取引【職務専念義務違反・ＪＡ資産私的利用】 

（４） 業務上知ったインサイダー情報をもとにしたプライベートでの株式売買【インサイダー取引】 

（５） 業者からの接待 

（６） 業者からのお歳暮 

（７） 公務員との飲食 

（８） 公用車を私的に使用【ＪＡ資産の私的利用】 

（９） 集落座談会に自動車で行ったが、その後懇親会が始まったら【飲酒運転】 

（１０）業務でのスピード違反 

（１１）口約束をしてしまった 

（１２）組合員に選挙の公示日前に、今度の選挙で○○さんに一票お願いします、と言ってしまった【選挙運動と

政治活動】 

（１３）○○団体（政治団体）を名乗る組織から機関紙と請求書が送りつけられてきた【反社会的勢力との断絶】 

（１４）ＪＡへの多額の貯金導入が持ちかけられ、その見返りを要求された【ＪＡへの不適切な取引勧誘】 

 

２．業務遂行に関する事項 

（１） 現金の過不足が発生 

（２） 集金したお金を借用した 

（３） 未入金をそのまま隠していた 

（４） 組合員組織の口座の管理を依頼された 

（５） 取引時確認書類がないまま口座開設を依頼された【取引時確認】 

（６） 現金の盗難【防犯体制の整備】 

（７） 重要書類等の紛失 

（８） 公印等の印鑑管理 

（９） 共済掛金などの立替 

（１０）自己資金（自腹）による立替や帳簿の穴埋め【黙認、隠滅、横領】 

（１１）講習会で講師をして金券を受け取った 

（１２）領収書の再発行を依頼された 

（１３）本人の了解がないのに申込書などを作成してしまった【私文書偽造】 

（１４）組合員等に景品の提供を行う【景品表示法】 

（１５）共済推進パンフレットにサザエさんのキャラクターを使った【著作権・商標権】 

（１６）制度加入・契約の際にきちんと説明をしなかった【虚偽説明・重要事項の不告知】【虚偽告知による勧奨】 

（１７）制度加入・契約を勧めるために商品券等を配布した【特別な利益提供（農協法施行規則）】 

（１８）共済契約者が不在のまま代筆により共済契約を締結した 

（１９）被共済者に対して無面談で契約を締結し、ＪＡ職員が当該契約書類の代筆を行っていた 

（２０）共済推進担当者の認識不足による不祥事件の発生 
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（２１）職員の貯金を担保に行なう組合員への融資実行（情実取引） 

（２２）共済推進目標を達成するために、職員に不必要な共済契約を締結するよう強制した 

（２３）借名口座の開設 

（２４）証券外務員未登録者の販売行為の禁止 

（２５）給油所での不正（自家用車への給油等）について 

（２６）背任 

（２７）税務担当者が組合員から税務書類の作成を引き受けた【税理士法・弁護士法等の業法】 

（２８）集金した現金をなくした【現金・手形・小切手等の紛失・盗難】 

（２９）押し売り、だまし売り【消費者契約法等】 

（３０）取引業者から空売りを依頼された 

（３１）共同利用施設の利用にあたって、ＪＡからの資材の購入を義務付けた【独占禁止法】 

（３２）近隣の商系業者やＪＡと協議して購買品の供給価格を決めた【独占禁止法】 

（３３）下請事業者との取引における親事業者の義務（書面の交付、支払期日の設定等）と支払遅延の禁止 

【下請法】 

（３４）下請事業者に交付する書面における下請代金の額の記載【下請法】 

（３５）苦情を上司に報告しなかった【苦情対応】 

（３６）経済事業子会社に対し、極端に低い金利での貸付を実行した【アームズ・レングス・ルール】 

 

３．情報管理に関する事項 

（１） 組合員に他の組合員の契約内容を話してしまった【守秘義務】 

（２） 組合員台帳等の個人情報管理【個人情報保護】 

（３） 組合員情報の管理【個人情報の漏洩 組合員台帳等の外部持ち出し・置き忘れ・車上荒らし】 

（４） 組合員から職員名簿がほしいと依頼された【守秘義務と個人情報保護】 

（５） 個人情報を電子メールやファックスで送信する【個人情報の漏洩 個人情報の誤送信】 

（６） 同窓会名簿を利用して業務上のダイレクトメールを送付【個人情報の目的外利用】 

（７） 個人番号（マイナンバー）の厳格な管理【個人番号（マイナンバー）の利用制限等】 

（８） ソーシャルメディアを個人的に利用する場合の留意事項 

 

４．人事・労務に関する事項 

（１） 部下に継続して長時間の時間外労働をさせている 

【労働時間管理】【時間外・休日労働】【過重労働・メンタルヘルス対策】 

（２） 繁忙期に部下に月 45 時間超の長時間の時間外労働をさせている 

（３） 残業代が支給されない 

（４） 休暇が取れない【年次有給休暇】 

（５） 年５日の年次有給休暇の確実な取得【年次有給休暇】 

（６） 女性職員への配慮【母性健康管理】 

（７） 育児を行う職員への対応【育児休業制度】 
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（８） 介護を行う職員への対応【介護休業制度】 

（９） 職場で卑猥な会話【セクシュアルハラスメント】 

（１０）上司から人格を否定され、仕事を与えられなくなった【パワーハラスメント】 

（１１）妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント【マタニティハラスメント、パタニティハラスメント】 

（１２）利用者からの明らかに理不尽な理由で、苦情を訴え、度を越した要求【カスタマーハラスメント】 

（１３）職員の不正を発見した【内部通報者の保護】 

（１４）非正規職員の待遇について【不合理な待遇差の禁止・差別的取り扱いの禁止】 

 

５．ＪＡの経営・業務運営に関する事項 

（１） 役員の忠実義務と善管注意義務 

（２） 役員の職務専念義務 

（３） 利益相反取引 

（４） 事業の範囲 

（５） 大口信用供与等の制限 

（６） 員外利用規制 

（７） 粉飾決算・違法配当 

（８） 役員と第三者との関係 

（９） 定款・ディスクロ誌等の備置義務 

（１０）虚偽のディスクローズ 

（１１）行政庁の検査回避・虚偽報告 

（１２）行政庁の業務改善命令・業務停止命令 

（１３）無償の利益供与 

（１４）ＪＡの財産を危うくする罪 

（１５）ＪＡの使用者責任 

（１６）理事のＪＡに対する責任 

（１７）経営管理委員とＪＡとの関係、経営管理委員の責任 
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１．一般倫理に関する事項 

 

（１）事務所のコピー機の私的使用 【ＪＡ資産の私的利用】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ ＪＡの資産であるコピー機やコピー用紙など事務用品を私的に使用するこ

とは認められません。 

 

○ たとえ枚数が少なくても職員の多くが勝手に私的に使用したらどうなるで

しょうか。ＪＡの経費が増大してしまいます。 

 

○ ＪＡの資産はその目的に沿って適正に使用すべきなのです。 

 

○ また関連して、ＪＡの資産は、紛失したり、破損したりすることがないよう

大切に取り扱う必要があることは言うまでもありません。 

 

 

（参考）それぞれのＪＡの「就業規則」、「行動規範」等 

 

◆ 私用のコピーは許されるのでしょうか。 

○ 営農部のＡさんは、出身高校の同窓会の幹事をしています。同窓

会の案内文書を作成し、発送することになりました。同窓会の人脈

は仕事のうえでも役立つことなので、案内文書程度であれば、ＪＡ

のコピー機でコピーしてもいいのではないかと考えています。 
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（２）内部資料の外部持ち出し 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 企業間の競争が激化して、企業の秘密を盗み出す産業スパイ事件が発生する

ことがあります。また、人間関係でのトラブルや金銭欲に負けて、企業の情報

を他の企業に売り渡すケースもあるようです。 

 

○ ① 管理職が、占有保管している書類・図面を持ち出した場合は、業務上横

領罪として１０年以下の懲役、 

② 占有保管していない書類・図面を持ち出した場合は、窃盗罪として１０

年以下の懲役、 

③ 図書・図面以外の企業秘密を持ち出した場合は、財産上の損害を与えた

ということで、背任罪として５年以下の懲役または５０万円以下の罰金と

なります。 

④ 営業秘密を持ち出すなど不正競争のうち、一定の行為を行った場合、 

不正競争防止法違反として１０年以下の懲役、または２千万円以下の 

罰金（または併科）となります。 

 

○ また、秘密の保管者以外の者がこうした秘密の漏洩を犯した場合は、刑事的

処罰はないものの、労働基準法上の懲戒処分や民事上の損害賠償の対象となり

得ます。 

 

○ 特に、情報を記録媒体に不正にコピーするなどしてなされることが多い、住

所録などの個人情報を売買することは、許されない行為です。また、これまで

は、団体の役員、代表者や従業員が個人データベース等を第三者の不正な利益

を図る目的で提供し、または盗用した場合、その提供した個人が不正競争防止

法違反となり、団体側は被害者の位置付けでしたが、個人情報保護法の改正に

より両罰規定になりました。 

 

○ 企画課のＡさんの目的はこうしたことではありませんが、内部資料の持ち出

しが常態化すれば、それだけ情報漏洩のリスクが高まります。 

 

◆「ＪＡ内限り」とされている資料の外部持ち出しは許されるのでしょうか。 

○ 企画課のＡさんは、残業をなるべくしないように、資料を自宅に持ち

帰って仕事をすることがあり、仕方ないのではないかと考えています。 
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○ どうしてもそうしなければならない場合もあると思いますが、そうした場合

に備えて、ＪＡの内部で管理簿を作るなど適切な管理態勢を整備することが必

要です。 

 

（参考）それぞれのＪＡの「就業規則」、「行動規範」等 
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（３）勤務時間中に株取引・ＦＸ取引 

【職務専念義務違反・ＪＡ資産の私的利用】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 職場のパソコンやイントラネット回線を使ってのは、ＪＡの資産の私的利用

となります。ＪＡの資産である以上、その使用は業務目的に限定されることは

当然です。また、個人のスマートフォンを使用する場合であっても、勤務時間

中の株取引・ＦＸ取引は職務専念義務違反となり懲戒処分の対象になることが

あります。 

 

○ キーボードの操作だけで手軽にそれほど時間をかけずにできるインターネ

ットでの株取引・ＦＸ取引は、罪悪感もなくやってしまいがちです。 

 

○ いくら「できる職員」だからといって、そうしたことを黙認してしまうこと

は、職場の士気の低下などを招くことにつながります。公私のけじめを守るこ

とは、絶対に必要です。 

 

○ なお、登録金融機関業務に関して外務員登録を行っている役職員は、その名

義にかかわらず、自己の計算において信用取引、有価証券関連デリバティブ取

引または特定店頭デリバティブ（ＦＸ取引を含む。なお、これら取引の清算の

ために行われる反対売買または現引きおよび現渡しを除く）を行ってはいけま

せん。 

 

（参考）それぞれのＪＡの「就業規則」、「行動規範」等 

◆ 勤務時間中の株取引・ＦＸ取引は許されるのでしょうか。 

○ 経理課のＡさんの同僚は、仕事が早く、上司の信頼も篤い「でき

る職員」です。彼は株式のインターネットトレーディングによる資

産運用に凝りだしました。株価が乱高下するときなどは、勤務時間

中にもごく短時間ですがインターネットを利用した取引をしてい

ます。また、最近ではＦＸ取引も始め、為替相場が大きく動いた際

には同じく勤務時間中に売買注文を出しています。特に業務に支障

は出ていないので、問題はないと考えています。 
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（４）業務上知ったインサイダー情報をもとにしたプライベートでの株式売買 

【インサイダー取引】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

〇上場会社に関する重要事実（上記ケースではＴＯＢ）を知った者は、その重要

事実が公表される前に、その名義に関わらず当該上場会社の株式を売買しては

いけません。 

 

〇これに違反した者には罰則があり、刑事罰の対象とならない場合でも、行政上

の措置として課徴金納付命令を出される可能性があります。 

 

〇特に、ＪＡの役員等がインサイダー取引規制違反など金融商品取引法に違反す

る行為を行った場合、その影響は当該ＪＡにとどまらずＪＡグループ全体の信

頼毀損につながるおそれがあることに十分留意してください。 

 

〇なお、例えば上場会社に勤める知人等から直接インサイダー情報を入手し、そ

の情報をもとに株式売買を行った場合も当該個人は金商法違反に問われる可

能性がありますので、プライベートにおいてもうっかりインサイダー取引を行

わないよう注意して下さい。 

 

（参考）それぞれのＪＡの「就業規則」、「行動規範」、「内部者取引管理規則」等 

 

 

 

 

 

◆ 自己資金での取引であれば、業務上知ったインサイダー情報を

もとにした株式売買は許されるのでしょうか。 

○ 総務部のＢさんの同僚は、以前から株式投資をしており、確

実に利益を得られる機会はないか模索していました。そのよう

ななか、彼女は取引先であるＸ社を訪問した際、近々Ｘ社が上

場会社であるＹ社に対してＴＯＢ（株式公開買付）を行う予定

であるとの話を聞きました。彼女は自己資金での取引であれば

問題ないと考え、Ｙ社株式を買い付けました。 
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（５）業者からの接待 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ ＪＡによっては「行動規範」などを定め、「取引先とは、社会的常識や儀礼の

範囲を超える贈答や接待の授受はしません」としています。 

 

○ Ａさんの友人の上司のケースでは、ゴルフや宿泊のもてなしが、一般的な社

会常識の範囲に当たるのかが問題となります。 

 

○ たとえば、平日に、形式的な会議や視察を行って、ゴルフ代や宿泊代を取引

先が全額を負担するといった場合であれば、重要な取引先であってもお断りす

べきです。 

 

○ 最近では、社会的常識について厳しく適用されるようになっており、企業に

よっては、取引先と健全で透明な関係を保つために「接待・贈答」を厳格に制

限しています。 

 

○ 特に信用状態の悪い取引先との接待・贈答は誤解を生じやすく、慎重な対応

が必要です。 

 

○ ただし、明らかに社会的常識に反することは別として現実に直面することの

なかには、いわゆるグレーゾーンに当たるようなケースがあるでしょう。判断

に迷ったときは、一人で判断してしまうのではなく、上司やそれが無理な場合

には相談窓口の担当などに相談し、その指示を仰ぐべきです。 

 

（参考）それぞれのＪＡの「就業規則」、「行動規範」等 

◆ 取引先業者からの接待を受けることは許されるのでしょうか。 

○ Ａさんの友人の上司は、情報収集の能力も高く、最新の業界情報を

把握しながら事業改革に取り組んでいます。 

この上司は、取引先業者からも信頼されており、先日は、ある取引

先から本社主催の新製品説明会に１泊２日で招待され、短時間の打ち

合わせの後、会場近くのゴルフ場などでの接待を受けたそうです。 

Ａさんの友人は、最新の情報を入手するためにはこうした付き合い

があってもしかたないのではないかと考えています。 
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（６）業者からのお歳暮 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ ＪＡによっては「行動規範」や申し合わせで、こうした季節的な贈答の廃止

を取り決めている場合もあります。 

 

○ このＡさんのＪＡでは、こうした取り決めがないかもしれませんが、無用な

誤解を受けることがないように、取引先業者等からの贈答品の受領は原則辞退

すべきでしょう。 

 

○ また、やむを得ず受領しなければならない場合には、少し面倒ですが、贈答

品を職場に持って行って公にし、当該相手先に対し今後は贈答を差し控えてい

ただくよう、失礼にならないよう十分趣旨を説明し理解を得るようにすべきで

しょう。 

 

 

（参考）それぞれのＪＡの「就業規則」、「行動規範」等 

 

◆ 取引先業者からのお歳暮が自宅に届いたら受け取ってよいので

しょうか。 

○ 広報課のＡさんの自宅に、広報誌の印刷などを発注している

印刷業者からお歳暮として、ビールの詰め合わせ（５０００円相

当）が届きました。 

季節的な贈答については、社会的な常識の範囲であり、印刷物

の発注に際しては相見積もりを取ることもあって、この業者に

特別な便宜を供与することにならないので、こうした付き合い

があってもしかたないのではないかと考えています。 
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（７）公務員との飲食 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 国家公務員の場合は、「国家公務員倫理法・倫理規程」で行動ルールなどが明

確に定められています。国家公務員は、飲食に限らず、ゴルフや観劇などの費

用も利害関係者に負担させることを禁じられています。 

 

○ また、地方公務員などについても、倫理法で、国の施策に準じて地方公務員

の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければなら

ないとされています。この規定に基づき、倫理に関する条例を定めている地方

自治体もあり、こうした自治体が増えています。 

 

○ こうした法律・条例では、公務員が利害関係者から酒食等のもてなしを受け

ることは禁止されている場合があります。 

 

 

（参考）それぞれのＪＡの「行動規範」等、国家公務員倫理法、国家公務員倫理

規程、それぞれの自治体の条例（職員倫理行動規準など） 

国家公務員倫理審査会のホームページ 

◆ 公務員との飲食は認められないのでしょうか。 

○ 営農課のＡさんは、市役所の農業振興関係職員が主催する「勉強会」

に参加しています。今日は，勉強会で報告書を作成したので、打ち上

げを行う予定です。県庁の農林水産部で農業補助金を担当する課長補

佐も参加することになっており、営農部長から「打ち上げの二次会の

費用はこちらで負担するように」と言われました。 

 Ａさんは一緒に地域農業振興のために苦労してきた仲間であり、最

後の打ち上げぐらいよいのではないかと考えています。 
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（８）公用車を私的に使用【ＪＡ資産の私的利用】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 個人的な事情で、ＪＡの車両を使うことは禁じられています。とくに、毎

日のように業務でＪＡの自動車を使う職場では、私的に使用してしまう機会

が高まるので注意が必要です。 

 

○ さらに、こうした場合のように私的使用をしているときに人身事故などを

起こした場合、すべて自己負担で処理することになります。仮に、事故を起

こさなくても、けじめをつける必要があります。 

 

 

（参考）それぞれのＪＡの「行動規範」等 

◆ ＪＡの自動車を私的に使ってもよいのでしょうか。 

○ ＪＡの自動車で事業推進のために組合員さんのお宅を訪問して

いた金融共済課のＡさんの携帯電話に、Ａさんの母親から「買い物

に行きたい。」との連絡がありました。たまたま、母親の住む家の近

くを通っていたところだったので、母親の家に寄りスーパーマーケ

ットに送り届けました。事務所に連絡したところ特に急用はないよ

うだったので、買い物が終わるまで待って、薬を受け取り、母親の

自宅まで送り届けました。  

親孝行はよいことで、遊ぶために仕事をサボったわけではないの

で、よいのではないかと考えています。 
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（９）集落座談会に自動車で行ったが、その後懇親会が始まったら 

【飲酒運転】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 夕食に誘われても、自動車で出かけた場合は、誘い自体をお断りしてくださ

い。「君子危うきに近寄らず」です。飲酒運転を起こすことになりやすい環境に

身を置かないことが一番です。 

 

○ 推進や配送など日常業務で、あるいは通勤等で自動車を運転する機会がたく

さんあります。「近いから」「いつもの道だから」と油断せず、たとえ一杯だけ

であっても「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を肝に銘じてください。 

 

○ どうしても誘いを断れず、会食に参加する場合は、最初からタクシーや運転

代行で帰ることに決めてください。 

 

○ 飲酒運転で検挙されたり、交通事故を起こした場合は、懲戒処分の対象にな

ります。また、一人一人の心がけが肝心なことは明らかですが、さらに職場全

体で交通事故・交通違反の防止に取り組むことが必要です。 

 

（参考）関係法令：道路交通法、 

刑法（危険運転致死傷罪→自動車運転過失致死傷罪） 

警察庁ホームページ「飲酒運転の根絶に向けて」 

それぞれのＪＡの「就業規則」「行動規範」等 

◆ 自動車で出かけた会議のあと懇親会に誘われたらどうすべきでしょうか。 

○ 組合員組織課のＡさんは、通勤で使っている自家用車で集落座談会の会

場に向かいました。集落座談会が終わって帰ろうとしていると、若手の組

合員の人たちがもう少し詳しく説明を聞いて意見交換をしたい、というの

で夕方遅くまでじっくり話し合いました。意気投合したのでまっすぐ帰ら

ず近くの寿司屋に行きました。 

まあ、とりあえずＡさんは自動車で来ているので発泡酒をグラス１杯だ

けということにしました。それぐらいなら酔うことはないし、家も近いの

でよいのではないかと考えています。 
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（１０）業務でのスピード違反 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ スピードの出し過ぎは、危険な行為です。とっさの事態に適切な対応ができ

ないうえ、万が一の事故で、人身事故を起こしてしまったら、第三者にも様々

な損害を与えます。 

 

○ スピード違反、居眠り運転、飲酒運転、無免許運転など悪質な違反は刑事罰

にもなります。個人の問題ではとどまらず、ＪＡの名誉を汚すことにもなりま

す。 

 

○ また、業務上の運転だけではなく、個人的に運転している場合でも交通事故

をけっして起こすことがないよう、十分注意することが必要です。 

 

（参考）関係法令：道路交通法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「行動規範」等 

◆ 大切な会議に間に合わない場合でも法定速度を守らなくてはならな

いのでしょうか。 

○ 畜産部のＡさんは、取引先との会議が午後４時に予定されているた

め、それまでに配達を終わらせてＪＡの事務所に戻らなければなりま

せん。今日の配達先はかなり遠隔地にあるのですが、急げばなんとか

間に合うと考えていました。 

ところが、事故渋滞で予定をオーバーしてしまいました。そうした

焦りから、渋滞を抜け出したＪＡの近くで警察にスピード違反で捕ま

ってしまいました。しかし、ほかの車も同じように走っており、安全

運転には流れが重要なので、少しぐらいの速度オーバーは、警察に捕

まらないならばよいのではないかと考えています。 
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（１１）口約束をしてしまった 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 意思表示は必ずしも文書による必要はありません。口頭による意思表示も有

効な契約となります。 

 

○ ＪＡの役職員がその業務で行った約束は、たとえそれが口頭のものであった

としても、相手方がそれをＪＡの意思であるとして信じたことについて正当な

理由があるときには、ＪＡはその内容に拘束される可能性があります。 

 

○ このため、また信義誠実の原則の面からも「文書にしなければいいだろう」

などと安易に口約束をすることは禁物です。どうしても口約束をする必要が生

じたときには、第三者の立ち会いを求めたり、遅滞なく記録として残すことが

必要です。 

 

○ とりわけ、供給価格の引き下げあるいは借り入れの申し込みや異例扱いの申

し入れといった組合員の申出に対し、応諾する権限がない場合には、その場で

ＪＡが応諾したと誤って信じられることがないよう、ＪＡの役職員は言動には

十分な注意が必要です。したがって、口頭での申し込みで、文書によるもので

はないので供給価格の変更が簡単にできると安易に考えることはできません。 

（参考）関係法令：民法 

◆ 資材の供給価格を口約束したが、文書にしていないので価格を変更する

ことはできるのでしょうか。 

○ 園芸部のＡさんは、１人で推進に出向いた農家から近くのホームセン

ターの園芸資材価格がずいぶん安いことを聞きました。これではＪＡの

園芸資材の価格を対抗して引き下げなければならないと考えたＡさん

は、その場で「ＪＡとしても価格引き下げを考えるので、これからもＪ

Ａをよろしくお願いします。」と言って、上司の許可もなく、Ａさんの

権限を超えた大幅な金額の値引きを約束して注文を取ってしまいまし

た。 

しかし、その後、原油価格の高騰と円安の進行からメーカーからの納

入価格が大幅に引き上げられていることが判明しました。 

こうしたなかでＪＡとしては赤字を出してまで値引き注文に応じる

ことはできないので、組合員さんも口頭での約束の変更は当然のことと

して、理解してくれるのではないかと考えています。 
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（１２）組合員に選挙の公示日前に、今度の選挙で○○さんに一票お願いします、

と言ってしまった【選挙運動と政治活動】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しています。 

 

○ 選挙運動とは、特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることまたは当選

させないことを目的に投票行為を勧めることです。 

 

○ また、政治活動とは、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、

選挙運動にわたる行為を除いたものです。 

 

○ したがって、選挙運動は、選挙期日の公示（公告）日に立候補の届け出をし

てから選挙期日（投票日）の前日までに限り行うことができます。それ以外の

期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されて

います。 

 

 

（参考）関係法律：公職選挙法、選挙管理委員会のホームページ参照 

明るい選挙推進協会ホームページ 「くらしの中の選挙」 

 

◆ 農協の組織で推薦候補を決めた段階で立候補予定者への投票を依頼

することはできるのでしょうか。 

○ 私の勤めるＪＡでは、７か月後の知事選挙において、地元の農業に

詳しい方を推薦していくこととしました。選挙までまだ日にちがあり

ますが、選挙は結果がすべてです。今からいろいろな機会を通じてお

願いをして応援していかないと勝てないのではないかと考えていま

す。 

仕事とはまったく関係なく、個人的に会った人に対してであれば

「今度の選挙で○○さんに投票してください」とお願いすることぐら

いはよいのではないかと考えています。 
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（１３）○○団体（政治団体）を名乗る組織から機関紙と請求書が送りつけられ

てきた【反社会的勢力との断絶】 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 注文していないのに、勝手に機関紙や書籍などを送りつけ、購入代金を要求
するのは、反社会的な団体などが使う手口としては一般的なものです。 

 

○ 反社会的な個人や団体に対して、一切の利益、便宜の供与は行わず、関係遮
断を徹底することが企業や社会のルールとなってきています。 

 

○ 不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応してください。「お金で済むこ
となら」という安易な姿勢は危険です。最初の対応を間違うと、つけ込まれて
余計に事を複雑にしたり、購入した情報がほかの反社会的な団体に伝わり、「ど
うしてあの団体の機関紙は購入して、うちの機関紙は購入しないのか」などと
言われ、さらに被害を拡大することになりかねません。 

 

○ 勝手に送られてきたものは、こちらに購入する意思がなければ、当然、代金
の支払い義務はありません。後日の言い掛かりなどのトラブルを避けるため、
送り主へそのまま返送するか、「購入する意思がないので、引き取ってもらいた
い」「引き取らないのなら当方で処分する」旨を、「内容証明郵便」で通知して
おくことなども必要です。 

 

○ また、電話での脅迫まがいの機関紙や書籍の購入要請があるかもしれません。
相手の団体名とお名前をしっかりお伺いしたうえで、ご要件を伺い、その内容
をメモにきちんと記録して上司や所管部署に報告し、必要に応じ警察へも通報
すべきです。担当者が電話口で安易な受け答えをしてはいけません。 

 

○ なお、直接訪問を受けた場合には、複数名で対応してください。 

 

（参考）それぞれのＪＡの「行動規範」、「反社会的勢力対応基本方針」等 

◆ 政治団体を名乗る組織から機関紙と請求書が送りつけられてきまし

た。どうしたらよいのでしょうか。 

○ 支所の総務課のＡ課長は一人で判断するのは危ないと考え、すぐに支

所長に相談しましたが、適当に処理しておいてくださいというだけでは

っきりしません。Ａ課長としては、金額も少額であり後でトラブルにな

るのが面倒なので購入代金を支払ってもよいのではないかと考えてい

ます。 
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（１４）ＪＡへの多額の貯金導入が持ちかけられ、その見返りを要求された 

【ＪＡへの不適切な取引勧誘】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 全国各地のＪＡに対して、金融詐欺まがいの不適切な取引勧誘がなされてい

ることが確認されており、貯金や融資、投資の勧誘などはその典型的なもので

す。役員が単独で関わることも多いので、役職員で対策を共有し、組織として

けん制が適切に効くように備えておく必要があります。 

 

○ 勧誘の手口として、①有力者の紹介で接触、②信頼ある団体名を用いる、③

組合長単独での面談を要求、④名刺や業務報告書、封筒等の提出にこだわる、

⑤組合長個人口座の開設を要求、⑥大都市での単独面談を要求、等が挙げられ

ます。 

  

○ 面談には応じないのが原則ですが、有力者の紹介等でやむを得ず面談に応じ

る場合には、事前に要件を確認したうえで、複数人で応対します。その際は、

必要に応じて録音機器による記録を行い、不適切な取引勧誘に話が及んだ場合

は、すぐに面談を打ち切り、内容・結果等について担当部署に報告のうえ、役

職員と情報共有を行います。名刺や外部向け資料を含め、安易な資料提供は行

ってはなりません。 

 

○ 組合長個人の小切手でもＪＡの公印が押印されてしまえば、ＪＡ振り出しの

小切手と同じとなってしまいます。公印の紛失・不適切な持ち出し等がないよ

う、厳格な管理と適切な使用を徹底します。不適切な取引勧誘後、役員等に予

定外・目的不明の出張等がみられる場合は、行動管理を徹底します。 

◆ 組合長に対して多額の貯金導入の話が来ています。組合長が対応して

しまってよいのでしょうか。 

○ Ａ組合長に電話がかかってきて、多額の貯金導入が持ちかけられ、そ

の代わりに利息の前払いを要求されました。地域の信頼できる人物の

仲介で、ＪＡにとっては良い条件です。話を聞いたＢ理事から「一緒に

面会に立会う」との進言がありましたが、組合長は、もし怪しいようで

あれば話だけ聞いて断れば良いと、一人で面会に臨もうと考えていま

す。 
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○  不適切な取引勧誘は、取引未成立でも「疑わしい取引」の届出対象です。県

行政へ「疑わしい取引」の届出を行い、必要に応じて地元警察署にも相談しま

す。 

 

（参考）不祥事対応・未然防止の手引、JAFIC（警察庁刑事局組織犯罪対策部犯

罪収益移転防止管理官）ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
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２．業務遂行に関する事項 

 

（１）現金の過不足が発生 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 「現金その場限り」といわれますが、現金をお預かりする際には、受け取り

次第、即座に金額を確認し、入金伝票などと照合したうえで受け取らなければ

なりません。 

 

○ こうした基本を守らず後から現金が不足していたと主張しても、立証が困難

でトラブルが生じることがあります。どんなに急いでいるからといっても、残

高の計算・確認を行うための時間はあるはずです。 

 

◆ 現金を受け取ったらその場で金額を確認することは義務なのでしょう

か。 

○ Ａさんは金融窓口係です。先日、組合員の方がとても急いでいるよ

うで、振込の手続を依頼すると「ちょうどこの封筒に１６万３２００

円あるから、頼んだよ。あとでまた寄るからそれまでにお願いするよ」

と言って茶封筒を置くなり走って店舗を出て行かれました。金額を確

認したところ、１万円不足していました。閉店間際になってから組合

員の方が戻ったので、金額不足を指摘したところ、そんなことはない

とトラブルになってしまいました。今日中にどうしても振り込む必要

があったそうです。 

Ａさんは，組合員の方が勝手に金額確認をしないで出掛けてしまっ

たのがいけないのであって、自分の責任はなかったと考えています。 
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（２）集金したお金を借用した 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ ＪＡの資金・財産、あるいは組合員等からお預かりした金品等を自分のもの

として不法に使ったり、隠したりした場合には、業務上横領罪または窃盗罪に

問われます。 

 

○ Ａさんが集金したお金は、ＪＡに対して支払われたものです。Ａさんはその

お金を預かっただけにすぎません。つまり、ＪＡのお金を使ってしまったこと

になり「業務上横領罪」という犯罪行為になります。すぐに返す意思やお金が

あるとしても、ＪＡのお金を私的に流用したことになり、懲戒処分の対象にな

ります。 

 

○ 業務上横領罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要とされます。こ

のため渉外担当者が組合員等から預かった現金をそのまま持ち帰ったとして

も、不法領得の意思がなければ業務上横領罪は成立しませんが、一時使用のた

めに無断で使用した場合には、例え後に補てんする意思があり、かつその資力・

能力があったとしても、不法領得の意思が認められます。 

 

○ こうした、お金にまつわる横領・窃盗に属する金融犯罪は、ちょっとしたこ

とから始まります。他の人に知られないので、続けてやってしまうことになり、

そのうち取り返しのつかないことになることがあるのです。 

 

○ ＪＡの事業は、身近に多額の現金を取り扱っており、横領などの不祥事は信

頼を失い、ＪＡグループ全体の社会的な信頼を損ねてしまいます。モラルの高

い職場環境を維持する高い倫理意識を保つよう努めてください。 

 

○ なお、上司はこのような不正を犯さないように教育するとともに、行動もし

っかり管理しなければなりません。 

（参考）関係法令等：刑法第２３５条（窃盗）、第２５３条（業務上横領） 

◆ 組合員から集金したお金は，事務所に戻ればすぐに返せる場合でも一時

借用してはいけないのでしょうか。 

○ 集金に回っていたＡさんは、うっかり事務所に自分の財布を忘れてき

てしまいました。ところが昼食時間も回りかなりお腹がすいてきました。

そこで、集金したお金から１０００円を借り昼食代に使いました。事務所

に戻ればすぐに返せるのだから、よいのではないかと考えています。 
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（３）未入金をそのまま隠していた 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ こうした不正な処理は一度やってしまうと、不正を隠し続けるために次から

次へと不正な処理に手を染めて行くことにつながってしまいます。そうなると、

自分では収拾がつかなくなるまで、事態を拡大させ、ついには不正が発覚して

しまいます。 

 

○ Ｂ法人からの未入金を正しく報告していれば、倒産してしまうような場合で

も全額を回収する措置が取れたかもしれません。回収ができなくても被害を最

小限にとどめることができたでしょう。 

 

○ Ａさんは、事実を隠さず、上司に報告し、適切な指示を受けるべきです。事

実を隠すこと、偽る行為は絶対にやってはいけません。 

 

○ なお、上司はコミュニケーションが活発で風通しのよい職場づくりに努め、

担当者が仕事を自分だけで抱え込んで悩むことがないようにしなければなり

ません。 

 

○ また、ミスには、故意や不注意によるミスと、発生時点では避けようがなか

ったミスがあります。ミスを起こさないように、個々の担当者が努めることは

大事なことですが、既に発生してしまったミスについて、必要以上にとがめだ

てをしたり隠したりしても、問題の解決にはなりません。ミスが起こった理由

をよく分析してチームの中で共有化し、組織として二度と同じようなミスを起

こさないようにすることが極めて重要です。 

（参考）それぞれのＪＡの「行動規範」等 

○ 経理担当のＡさんは、取引先のＢ法人からの入金が３か月滞っている

ことに気づきました。経理担当の同僚が長期休暇中で業務が多忙だった

ことなどからうっかりしていて長期の未収金を見逃していたのです。こ

のことを上司に報告すると叱責され、自分の評価が下がることを恐れた

ため、上司には報告しないで、別の取引先からの入金を流用し、あたか

もＢ法人からの入金があったかのような処理をしました。 

流用した別の取引先からの入金はこれまで滞ったことはないので、事

務手続の都合で１か月だけ遅れたことにしても問題はないし、Ｂ法人に

は督促に出向き入金してもらうことにすればよいのではないかと考えて

います。 
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（４）組合員組織の口座の管理を依頼された 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 組合員組織とＪＡは別の組織であることを明確にする必要があります。部会

の事務局を引き受ける場合は、部会との間で事務委託の範囲や責任などを明確

にした事務委託契約を締結するなど正式な手続きが必要です。 

 

○ このケースのように、口座の管理が伴う場合は、細心の注意が必要となりま

す。会費などは極力振り込みとし、現金を手元に置かないようにすることが大

切です。たとえ、一時的にでも組合員組織のお金を、出張旅費やその他の費用

に充てたり、誤解を招くような行為は一切してはなりません。「後から補てんす

るつもりだった」という理由は、通らないことを認識してください。 

 

○ こうした横領などの不祥事は、業務上横領では１０年以下の懲役など本人が

刑事罰の対象となるだけでなく、ＪＡ全体の信頼を失い、さらにはＪＡグルー

プ全体の社会的な信頼を損ねてしまいます。 

 

○ こうしたリスクを避けるためには、部会の口座の管理は、部会員にしていた

だくこととすべきです。組合員や部会との関係上、ＪＡが会計処理を受託せざ

るを得ない場合、必ず事務受委託契約を締結し、通帳と印鑑は同一人物が管理

しないなど、「組合員組織会計事務取扱要領」等の手続きに則った事務処理を徹

底してください。 

 

○ ＪＡの対応としては、組合員組織受託会計にかかる発生不祥事の多くが、職

員が個人的に会計業務を受託し、通帳・印鑑を預かった先からの横領事案とな

っていることを認識し、通帳・印鑑を預かる場合、事務受委託契約を締結する

ことが必須であることを明確にし、組合員や役職員に周知徹底してください。 

 

（参考）刑法第２４７条（背任）、第２５３条(業務上横領) 

◆ 果樹部会の口座の管理をＪＡの職員が行うことに問題はないので

しょうか。 

○ 営農指導員のＡさんは、部会の事務局を営農指導員が担当してい

るので、当然、部会の口座の管理はＪＡの職員の仕事として行って

もよいのではないかと考えています。 
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（５）取引時確認書類がないまま口座開設を依頼された【取引時確認】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 知り合いであるとの理由で、取引時確認書類を徴求することなく口座開設の

依頼に応じたことは間違いです。 

 

○ 新規に口座を開設する場合には、必ずご本人の本人特定事項を公的書類の提

示を求めるなどの方法で確認する必要があります。こうした取引時確認の手続

きをしないで口座を開設すると「犯罪収益移転防止法違反」となります。 

 

○ これに違反した金融機関等には是正命令が出され、この命令に違反した者に

は「２年以下の懲役若しくは３百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

とされています。 

 

○ また、最近では、振り込め詐欺等の犯罪行為に伴う資金の受取口座として、

預貯金口座の売買が行われている事例もあります。安易な口座開設は犯罪を助

長するおそれがある行為であることを認識してください。 

 

（参考）犯罪収益移転防止法 等 

  JAFIC（警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官）ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

 

 

 

◆ よく知っている人の場合には取引時確認の書類がなくても口座開設を

してもよいのでしょうか。 

○ 貯金係のＡさんは、ＪＡに来店された知り合いの町内会長（７８歳）

から貯金口座の開設を申し込まれました。高齢のため運転免許証はな

く、あいにく健康保険証も所持していないとのことでしたが、支店の皆

がよく知っている方だったので、取引時確認書類は後日届けてもらうこ

ととして、口座開設の手続をしました。Ａさんはこうした特殊な場合に

は取引時確認手続を決まりどおりにしなくてもよいのではないかと考

えています。 
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（６）現金の盗難【防犯体制の整備】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 店舗の安全は利用者に対する使命や義務であると心得るべきです。 

 

○ 日頃から防犯マニュアル等の確認を通じ、各自の役割を周知・徹底しておく

こと、また、定期的に防犯訓練を実施し、いざという時に機能するように万全

を尽くすべきです。 

 

○ 金融機関における犯罪防止は極めて重要な社会的使命の一つです。防犯体制

整備・犯罪リスク軽減のためには、「予防」と「発生後の対処」の２点について、

常に確認しておくべきです。防犯体制の未整備は、犯罪リスクを増大させてし

まいます。これは、ＪＡの信用問題にもつながりかねない重大な問題だと考え

るべきなのです。 

 

○ 防犯カメラや緊急通報装置等の防犯機器や設備については、それが常に稼働

しているか、あるいは機器がいつでも稼働できる状況になっているかなど日々

のチェックに手抜かりがあってはなりませんし、操作にも慣れておくことが必

要です。さらに、常に警察と連携をとるようにしておくことが大切です。 

 

○ 犯罪を企てている者は、声を掛けられたり様子を見られたりすることを嫌が

りますので、利用者が来店した際には、必ず利用者に顔を向けて、「いらっしゃ

いませ」と声を掛けてください。また、定期的に男性職員等が支店の周囲を巡

回する等して、「防犯に気を使っていること」を悟らせることも必要です。 

 

○ 最後に、万が一犯罪が発生したときには、人命第一です。 

 

（参考）防犯マニュアル等 

○ 金融機関での盗難事件のニュースをみると、警備はされているとして

もあまりにも簡単に事件が起こっているような気がします。どうすれば

現金の盗難が防げるのでしょうか。 

経費節減が求められるなかで、あまり厳重な警備体制を構築すること

はできなくてもしかたないのではないかと考えています。 
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（７）重要書類等の紛失 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ ＪＡでは、日常の業務遂行に際して、さまざまな組合員や取引先の情報を知

りうる立場にあります。こうした情報が記載されている書類などは適切に管理

し、第三者への漏洩や業務目的以外の使用をしてはなりません。 

 

○ 「つい、うっかり」であっても、組合員や取引先に関する情報が記載されて

いる書類等を事務所に無造作に置いたままにしてはいけません。 

 

○ また、机の上は常に整理整頓しておくことは当然です。 

 

○ 特に、組合員のＢさんからの融資の審査資料には、重大な個人情報が含まれ

ているはずです。Ａさんにとっては「つい、うっかり」のレベルであっても、

組合員のＢさんから見ると「個人情報が漏洩された」（疑いが濃い）ことになり

ます。 

 

○ Ａさんは、不法行為による損害賠償を求められる（民法７０９条）可能性が

あるほか、ＪＡは使用者責任（民法７１５条）を問われ、個人情報保護法での

行政処分（個人情報保護法第４２条ほか）の対象となる可能性があります。さ

らに、ＪＡの事業に対する信頼が大きく損なわれます。 

 

○ Ａさんは、事態の重大性を認識して、直ちに上司に事態を報告する必要があ

ります。 

 

 

 

 

○ 融資審査係のＡさんは、組合員のＢさんから申込のあった融資の審査

資料を机の上に置いたまま帰宅してしまいました。翌朝，仕事を再開し

しばらくしてから資料の一部がなくなっていることに気づきました。し

かし、机の上が書類で乱雑になっていたので、誤ってゴミ箱に落ちて清

掃作業員に廃棄されてしまったのではないかと思っています。なにか問

題がありますか。 
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（８）公印等の印鑑管理 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 組合員さんからの緊急な依頼であったとしても、上席者の承認印を勝手に使

用してはいけません。組合員に事情を説明し、適切な手続きをとってください。 

 

○ 係印や承認印は、自らの業務等の証跡を残すうえで非常に重要なものです。

他人の印鑑を無断で使用できるような職場環境は改善する必要があります。業

務時間中であっても机上に放置しないこと等を徹底し、使用すべき職員のみが

使用できるよう、施錠保管ができる場所で管理してください。 

 

〇 また、公印についても、組織としての意思を表明する効果があり、現金や小

切手等と同等に重要なものです。必ず施錠可能なケースに納め、金庫室等の鍵

のかかる場所に保管してください。 

 

○ 全ての公印について、公印台帳に登録のうえ使用範囲を定め、公印管理者が

適切に検証できる体制を整備し、厳格に管理してください。 

 

○ 公印を使用する職員は、公印管理者に必ず承認をとり、公印の使用について

公印管理簿等に証跡を残してください。 

 

 

 

（参考） 公印管理規定、自主（自店）検査チェックリスト等 

〇 職員のＡさんは、組合員組織口座の会計担当をしていますが、管理

する組合員組織の代表者Ｂさんから緊急で部会資金を引きおろしてほ

しいと依頼されました。Ａさんは、Ｂさんの要望に応えるため出金処

理の稟議を作成しましたが、所属長Ｃが出張で不在のため決裁を取る

ことができませんでした。かかるなか、Ａさんは所属長Ｃの机上に印

鑑（承認印）が置いてあることを発見し、Ｂさんから緊急と言われて

いたため、勝手に所属長Ｃの印鑑を使用してしまいました。不正目的

ではなく、組合員さんの期待に応えるための対応であったため、仕方

がないと考えています。 

 



52 

 

 

（９）共済掛金などの立替 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 共済契約者からの依頼の有無に関わらず、共済掛金の立替は、他の共済契

約者間との公平性を損なう等、共済事業の健全な運営が阻害されるおそれが

あるため、行ってはなりません。 

 

○ 農業協同組合法施行規則において、次の行為は禁止行為に定められていま

す。 

・「共済契約者又は被共済者に対して、共済規程に基づかない共済掛金の割引、

割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」（第２２条３号） 

 

○ 質問のケースは、共済規程で認められておらず、特別利益の提供に該当し

ます。なお、親族の共済契約の立替を行っていることが発覚し、「親族等によ

り生活費等の経済的支援が行われている」と認められる場合、不祥事件に該

当しないと考えられますが、個別事情を踏まえて解釈・判断する必要がある

ため、そのような事案がある場合は、至急上司等に相談してください。 

 

○ また、共済契約における第１回共済掛金相当額の立替についても、同様に

特別な利益の提供に該当するだけでなく、その後の契約者による契約の取消

しや契約直後の共済金の支払い可否をめぐって、トラブルが生じる可能性が

あります。 

 

 

（参考）農業協同組合法施行規則 等 

○ 職員のＡさんは、契約者へ共済掛金の集金を行ったところ、「掛金

の入金を待ってほしい」と言われました。契約者からの掛金入金を待

っていると、共済契約が失効してしまうため、共済掛金を立て替えま

した。信頼できる契約者であり、特に問題ないと考えています。 
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（１０）自己資金（自腹）による立替や帳簿の穴埋め 

【黙認、隠滅、横領】 

【質問】 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ ＪＡ役職員の自己資金による立替は、担当者の個人的負担の問題にとどま

らず、ＪＡの取引関係にも重大な障害をもたらす恐れが極めて強い行為です。

共済掛金の立替や、定期積金の満期解約金の立替、現金デリバリーの立替等、

お客様の便宜を図るような自己資金の立替はやめてください（ＪＡの経費と

して認められる交通費の立替や懇親会費の立替は除きます）。 

 

○ 自己資金による立替は、担当者の安易な気持ちから行われることが多いで

すが、取引先に害意がなくても都合のよい勝手な解釈をされ、担当者やＪＡ

に過大な期待を持つことになり、問題が生じることになります。 

 

○ 仕事をするうえで信用を維持するためには、公私の区別をすることが大切

です。金額の多寡にかかわらず、自己資金による立替は重大なコンプライア

ンス違反と考えてください。 

 

○ こうしたことが放置されている場合には、いずれ帳簿の穴埋め、あるいは

横領などの重大な不正が発生する素地をつくっていることになります。 

 

 

（参考）それぞれのＪＡの「行動規範」等 

 

◆ 自己資金による立替はどうしていけないのでしょうか。 

少額であればよいのではないかと考えています。 
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（１１）講習会で講師をして金券を受け取った 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 取引先から、ＪＡの業務に関することで謝礼として受け取った金券類などは、

決裁処理のうえ収益計上すべきであると考えます。 

 

○ 取引先から受け取った金券類とは、①券面額が明記されている、②引換対象

物が不特定である、③利用店舗・サービス提供場所が広範に及ぶ、といったす

べてにあてはまるものをいいます。こうした金券類は、決裁処理をしたうえで、

収益計上します。 

 

○ 個人の勝手な判断で受け取った金券類を使用したり、処分することは止める

べきです。 

 

 

（参考）それぞれのＪＡの「行動規範」等 

 

◆ 講習会で講師をして金券を受け取った場合にはどうすればよいのでし

ょうか。 

○ 経済事業担当のＡさんは、以前から付き合いのある取引先から講習会

の講師を依頼されました。取引先から講師謝礼として２万円の商品券

（カード）を受け取りました。講義の評判も上々だったし、講義の準備

で本も買ったので、よいのではないかと考えています。 
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（１２）領収書の再発行を依頼された 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 取引先が、再発行した領収書を悪用して二重請求を行うなどの不正行為に加

担するおそれがあるため、原則として、再発行を行うべきではありません。 
 

 

（参考）それぞれのＪＡの「行動規範」等 

 

◆ 領収書の再発行に応じてもよいのでしょうか。 

○ 領収書を再発行しても業務上の損失につながることはないので

よいのではないかと考えています。 
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（１３）本人の了解がないのに申込書などを作成してしまった 

【私文書偽造】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 本人の了解がないにもかかわらず本人になりすましてクレジットカードや

貯金口座の申込書の作成した場合、刑法の私文書偽造にあたり、刑事罰に処せ

られます。絶対にしてはいけないことです。 

 

○ また、通帳などの返却確認としていただく受領印を忘れ、貯金者と同じ苗字

の三文判を勝手に購入して書類を取り繕うなどといった行為は、刑法の私印偽

造罪に該当し刑事罰の対象となります。 

 

○ 事務上のミスを隠したり、営業目標を達成するために安易にする行為が不祥

事につながります。勝手な解釈で軽率な行動は絶対に止めてください。 

 

 

（参考）刑法等 

 

◆ 本人の了解がないにもかかわらず、クレジットカードの申込書等を勝

手に作成してもいいのでしょうか。 

○ 組合員の息子さんから電話でお母さんのクレジットカードの申し込

みがありました。海外旅行に行くので非常に急いでいるとのことだっ

たので、本人の確認がなかったのですがよく知っている人なのでよい

のではないかと考え，ＪＡで申込書を作成しました。また、苗字が同

じだったのでたまたま手元にあった未使用の自分の印鑑を使いまし

た。 
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（１４）組合員等に景品の提供を行う【景品表示法】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 利用者に対する景品類の提供の対象範囲は、「顧客を誘引するための手段と

して、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法による

かどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相

手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指

定するもの」（景品表示法第 2 条第 3 項）とされています。 

 

○ また、提供できる対象について、「不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品

類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供

に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる」（景品表示

法第 4 条）と制限される場合があります。 

 

○ また、具体的には、景品表示法第４条により、景品類の提供に関する一般告

示が適用され、一定の制限が課せられています。 

 

○ したがって、何でも自由に景品類を提供して事業推進を行ってよいわけでは

ありません。 

 

 

（参考）不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）、 

一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 
消費者庁ホームページ「だから安心！景品表示法」 

 「よくわかる景品表示法と公正競争規約」 

 

◆ 組合員等事業利用者に対して景品類を提供することについて制限や規

制はありますか。 

○ 事業活動のうえで景品類を提供することは普通のことで、自由に行

ってよいのではないかと考えています。 
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（１５）共済推進パンフレットにサザエさんのキャラクターを使った 

【著作権・商標権】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ サザエさんのキャラクターは著作権法で保護されており、共済推進用のパン

フレットに許可なく使用することは許されていません。 

なお、共済推進にかかるパンフレット等の推進資材作成に際しては、「推進資

材作成マニュアル」に基づき作成し、推進資材の登録番号を付番のうえ使用す

る必要があります。 

 

○ 著作権法では、著作物は、思想または感情を創造的に表現したものと定義さ

れています。キャッチコピーやキャラクターなどを商業的に使用する場合には、

事前に当該権利者に了解してもらう必要があります。これに違反した場合は、

著作権侵害として刑罰（10年以下の懲役または 1,000万円以下の罰金）の対象

となるほか、損害賠償責任を負うことがあります。 

 

○ 職場で新聞等の切り抜きのコピーを回覧することもこうした著作権の侵害

に当たります。 

 

○ また、商標とは、自己の生産・販売・取扱などであることを表すために、商

品に付けるその営業者独特の標識で、商品のロゴマークや名称がこれに当たり

ます。無断使用は商標権侵害として刑罰の対象となります。 

 

 

（参考）著作権法、商標法 

著作権情報センターホームページ 

○ 共済推進のために担当者が工夫して手作りのパンフレットを作成し

ました。イラストが欲しかったので、サザエさんのキャラクターを使い

ました。 

サザエさんのキャラクターは、過去（※）にＪＡバンクの番組提供等

とあわせて使われていたので、同じＪＡだから共済推進用のパンフレッ

トにも使ってよいのではないかと考えています。（※令和３年度末で契

約終了） 
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（１６）制度加入・契約の際にきちんと説明をしなかった 

【虚偽説明・重要事項の不告知】【虚偽告知による勧奨】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 新たな共済契約の締結と併せて既契約の解除を勧めるような場合には、既契

約解除に伴い生じる不利益について説明を行うことが必要です。（農業協同組

合法施行規則第２２条第１号） 

 

○ 不利益となることを告げない乗り換え行為については消費者保護の観点か

ら消費者契約法においても禁止されています。 

 

○ 共済推進の際に共済推進者が共済契約者に対し、共済契約締結に関する重要

な事項のうち、利益となることは告げたものの、故意に不利益となる事実を告

げなかったことで共済契約者が誤認し、共済契約の申し込み手続きや承諾の意

思表示をしたと判断されるときには、共済契約者による共済契約取消の対象と

なります。 

 

○ また、事業者が、消費者との契約に際して、①事実と異なることを告げ（不

実告知）、契約の目的物の価格・利益など不確実なものについて断定的な判断を

提供したり、また不利益な事実を告げない（特定不利益事実の不告知）ことに

より、消費者を誤解させた場合や、②消費者の退去要請を無視しての居座りや

勧誘場所に監禁して困惑させた場合には、消費者は当該契約を取り消して、代

価の返還を求めることができます。 

 

○ なお、重要事項の説明が行われずにトラブルとなった事案が発生しているこ

とから注意が必要です。 

 

○ 高齢者に対する共済推進については、原則として、「提案説明や契約締結の際、

親族等の方に同席をしていただく」こととなっていますので、上司等と相談の

◆ 不利益となる事実を告げずに，既に成立している共済契約の中途解約を

勧め、新しい共済契約に加入させることは禁止されているのでしょうか。 

○ 多少の不利益となる事実があっても、全体としてはメリットがある新

しい共済契約に加入していただくことならばよいのではないかと考え

ています。 
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うえ、ご対応ください。 

 

（参考）農業協同組合法第１１条の２４、施行規則第２２条第１号、 

金融商品販売法、消費者契約法 
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（１７）制度加入・契約を勧めるために商品券等を配布した 

【特別な利益提供（農協法施行規則）】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 農業協同組合法施行規則第２２条第３号で「共済契約者又は被共済者に対し

て、共済規程に基づかない共済掛金の割引、割戻しその他特別の利益の提供を

約し、又は提供する行為」が禁止されています。 

 

○ 加入申込者に商品券を配布する行為は、これら禁止行為に該当する可能性が

ありますので、行ってはなりません。 

 

 

（参考）農業協同組合法第１１条の２４、施行規則第２２条第３号など 

◆ 共済契約を締結するため、加入申込者に商品券を配布してはいけないの

でしょうか。 

○ 事業推進がやりやすいのでよいのではないかと考えています。 
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（１８）共済契約者が不在のまま代筆により共済契約を締結した 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 共済契約申込者と事前にアポイントをとっていたとしても、契約締結時に

意向把握・意向確認義務または情報提供義務を果たしていない場合は法令違

反であり、不祥事件にも該当するため、共済契約申込者不在のまま共済契約

締結を行ってはなりません。 

 

○ たとえ共済契約者との事前合意ができていたとしても、このような事例に

より共済契約を締結してしまった場合、後日共済契約者から共済契約取消の

苦情申出を受けることもあります。 

 

○ 共済契約者の身体が不自由などの理由でやむを得ず代筆が必要な場合は、

代筆が認められる条件を満たしているかをＪＡ共済連が定めるマニュアル

等で確認し、ＪＡ共済連が定める手続きに従い、共済契約を締結します。 

 

 

 

（参考）農業協同組合法第１１条の２０、農業協同組合法第１１条の２１、農業

協同組合法施行規則第２１条２第３項第１号、農業協同組合法施行規則第

２１条の３、農業協同組合法施行規則第２３条第１項第４号など 

◆ 事前に共済契約者と共済契約締結の合意ができていれば、申込書類

の記入は共済契約者の親族に代筆を頼んでもよいのでしょうか。 

○ 渉外担当者のＡさんは、共済契約者Ｂさんに共済契約締結につい

て事前のアポイントをとり、Ｂさん宅に訪問しました。 

  しかし、Ａさんが訪問したところ、Ｂさんが不在であったため、推

進目標の早期達成のために、Ｂさんの妻のＣさんに事情を説明し、

Ｃさんの代筆による共済契約者をＢさんとした共済契約を締結しま

した。 

  事前に共済契約を締結することはＢさんからも了解を得ており、

妻であるＣさんも納得した上で契約を締結していることから、問題

はないのではと考えています。 
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（１９）被共済者に対して無面接で契約を締結し、ＪＡ職員が当該契約書類の

代筆を行っていた 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

   上記質問では、（ア）被共済者と面接せず契約を締結してよいか？（イ）

職員が契約関係書類を代筆してよいか？の２点を検討する必要があります。 

 

１ 農協法における共済契約推進に係る規制 

農協法では、保険業法と同様に、契約推進時における義務または禁止行為

を定めており、これらに違反した場合は、「不祥事件」として行政庁への届

出（法第 97 条及び施行規則第２３１条第５項第４号）を義務付けています。 

① 契約者等への共済契約の締結に際しての情報提供（法第１１条の２０） 

② 契約者等の意向把握（法第１１条の２１） 

③ 契約者等への虚偽説明、重要事項の不告知の禁止（法第１１条の２４第１号） 

④ 契約者等に虚偽の告知を進める行為の禁止（法第１１条の２４第２号） 

⑤ 契約者等の告知を妨害する行為の禁止（法第１１条の２４第３号） など。 

 

２ 禁止行為の例外 

上記１のうち①②は条文にはただし書規定（「ただし、共済契約者等の保

護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限り

でない。」）が設けられており、「共済契約者以外の被共済者が負担する共済掛

金の額がゼロである共済契約」については、被共済者に対しての情報提供や

意向把握確認の義務は課せられていません。（施行規則第２１条の２第９項

第１号イ） 

◆ 被共済者と面接せず、ＪＡ職員が契約書類を代筆してもよいのでしょ

うか。 

 

○ 被共済者に対して無面接※で契約を締結（ア）したが、契約者（被共

済者の親）が契約者の口座から共済掛金を引き落としていて、被共済者

は掛金を負担していない。契約者から頼まれたので、当該契約にかかる

書類を JA 職員が代筆（イ）しても問題ないと考えています。 

※ 電話・郵便・インターネット等のような非対面・非接触の方式による

手続き（監督指針Ⅱ－４－２－２（１）⑨カ及び（２）④イ（エ）に該

当）を除く。 
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したがって、 

 

〇（ア）被共済者に無面接で契約を締結した部分（情報提供や意向把握）につ

いては、被共済者が共済掛金を負担していないため、一般的には不祥事件に

は該当しません。（共済掛金を被共済者が負担している場合は不祥事件に該

当するので注意してください。） 

 

○（イ）職員による代筆行為の部分については、共済契約関係者から、職員が

代筆するよう求められた場合もＪＡ共済連が定めるマニュアル等で認めら

れる場合を除き、職員が代筆を行ってはなりません。 

職員による代筆行為は、契約者または被共済者が同席して（その場に居合

わせて）いて意思能力があり、身体的事情で筆記ができない場合を除き、以

下のとおり取り扱います。 

Ａ 契約者または被共済者の署名をＪＡ職員が代筆していた場合は、私文書

偽造（農協法施行規則第２３１条第５項第１号の「組合の業務を遂行する

に際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為」）にあたり不祥事件に該当

する。 

Ｂ 告知欄についてＪＡ職員が代筆していた場合は、契約者等の告知を妨害

する行為（農協法第１１条の２４第３号）にあたり不祥事件に該当する。 

Ｃ 続柄や職業欄など申込書に未記入（契約者または被共済者の単なる記入

漏れ）の項目をＪＡ職員が代筆していた場合には、ただちに不祥事件とは

ならないが、このような手続きが当該ＪＡの支所支店において常態的に行

われていた場合には、農協法施行規則第２３１条第５項第６号の「組合の

業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為」

に該当するため、実態を見て判断する。 

 

 

（参考）農業協同組合法第１１条の２０、農業協同組合法第１１条の２１、農業

協同組合法第１１条の２４第１～３号、農業協同組合法施行規則第２１条の２

第９項第１号イ、農業協同組合法施行規則第２３１条第５項第４号、第６号な

ど 
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（２０）共済推進担当者の認識不足による不祥事件の発生 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 必要保障に基づかない不適切な共済契約の締結であり、借名契約（不正契約）

として不祥事件にも該当します（農業協同組合法施行規則第２３１条５項６号）

ので、このような行為は行ってはなりません。 

 

○ 共済の借名契約締結は、農業協同組合法施行規則においてＪＡの不祥事件と

して行政に報告する必要がある重大な不正行為です（第２３１条５項６号）。共

済の借名契約締結のほか、共済掛金の立替や文書偽造も、ＪＡの不祥事件とし

て扱われますので絶対に行わないでください。これらの行為は、ＪＡの信頼失

墜につながります。 

 

○ なお、共済契約に関しては、借名契約等の不正契約のほか、新契約時の共済

掛金の立替・割引（特別利益の提供）、申込書等の改ざん（文書偽造）も、契約

内容の説明等の不十分（重要事項説明義務違反や、意向把握・確認義務違反、

情報提供義務違反等）なども不祥事件となりますので絶対に行ってはいけませ

ん。 

  また、ＪＡ側のミスによって、共済掛金に追徴が発生したり、支払えない共

済金等を支払可と説明してしまった場合などに、ＪＡの経費で追徴金の負担や

共済金等相当額の支払いを行うことも、特別利益の提供またはこれに準ずる行

為として不祥事件となる場合がありますので、このような場合にはＪＡ共済連

へも連絡・相談し、他の共済契約者との公平性を害さない（特別利益の提供等

にあたらない）かを十分に確認・検証のうえ対応する必要があります。 

※特別利益の提供は、共済契約者間の公平性や、他の事業者との公平な競争

関係を阻害するものとして禁止されています。 

〇 共済推進担当の職員Ａさんは、共済の推進期間であったため、10 件の

新規共済契約締結を個人目標として割り当てられました。８件の契約は

何とか締結したものの、残り２件の契約がどうしても取れませんでした。

遠方に住む親戚に事情を説明のうえ、名前や住所等の使用について依頼

したところ、承諾を得たため、共済掛金はＡさんが負担し、親戚の氏名等

を用いて共済契約を締結しました。すぐに解約してしまえば、親戚にも

迷惑がかからないため問題ないと考えています。 
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（２１）共済推進目標を達成するため、職員に不必要な共済契約を締結するよう

強制した 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 共済契約は、利用者のニーズや意向に沿って保障内容等を説明し、納得い

ただいたうえで締結する必要があります。たとえ職員であっても、職員の意

向に反した不必要な共済契約を締結させることはできません。 

不必要な共済契約が、当該職員又は他の職員に課された推進目標の達成を

図ることを目的として締結された場合、職員は、ＪＡに対して「不必要な共

済契約についての職員申出書」を提出して、その事実を申し出ることができ

ます。「不必要な共済契約についての職員申出書」を受付したＪＡは、農協法

第 93 条第 1 項に基づく報告徴求命令に基づき、１か月以内に行政庁に報告

する必要があります。 

また、職員の申出内容やその後の行政庁のヒアリング結果等から、当該不

必要な共済契約の締結が、組織的な要因に基づき行われていたことが判明し

た場合、不祥事件と判断される可能性があります（この場合の不祥事件の該

当判断は行政庁が行います。）。 

なお、不祥事件に該当した場合の当事者は、不必要な共済契約を締結した

職員ではなく、組織的な要因に関与した役職員となります。 

 

○ 業務の遂行のためには、上司から部下への適切な指導は必要ですが、「過度

なプレッシャーをかけてもよい」わけではありません。また、不必要な共済

契約の締結を強制するようなプレッシャーはパワハラに該当する可能性も

あります。業務上の必要性から部下に指導する場合は、部下の疑問点や不安

な状況等を的確に把握し、実行可能な具体的な対応策を提案する（場合によ

っては自ら手本を示す）等、部下に寄り添った指導を心がけることが必要で

す。 

  

（参考）共済事業向けの総合的な監督指針 Ⅱ－４－１－２ 不必要な共済契約に

対する監督上の対応 

 

○ 共済目標が未達成であったため、部下の職員に対して、「契約をとれ

ないなら、自分で共済契約を締結してでも達成しろ。」と指導し、職員

はその指示に従い、不必要と認識しつつ、自ら共済契約を締結した。目

標達成のためなので、部下に多少のプレッシャーをかけても問題ない

のではないかと考えています。 
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（２２）職員の貯金を担保に行う組合員への融資実行（情実取引） 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 金融機関の役職員がその地位を利用して私的に融資や融資の斡旋、保証を

する行為は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（出資

法）により禁止されており、刑罰の対象にもなります。 

 

○ 組合員・利用者（以下、組合員等）と信頼関係を築き、ＪＡ職員として有

益なサービスを組合員等に提供することは重要ですが、組合員等との付き合

いには、常に節度とけじめをもって対応し、外部から癒着や馴れ合いと思わ

れる行動は慎むべきです。 

 

○ 業務上、規定やルールに反した組合員等への特別の利益供与はもちろん許

されませんが、業務外のプライベートの場面においても、ＪＡ職員としての

立場を利用した利益の供与と見られたり、特定の組合員に特別な便宜を図っ

たのではないかと受け止められたりする可能性がありますので、特別な利益

の授受は避けるようにしてください。 

 

○ 業務としての不正行為がなかったとしても、外部から疑いの目を向けられ

る恐れがある行為自体が問題であり、そうしたことにならないためにも公

的・私的な場にかかわらず、組合員・利用者とは一線を画した関係性を築く

必要があります。 

 

 

〇 営農指導業務を担当している職員Ａさんは、プライベートでも親しく接

している組合員Ｂさんから、「トラクターを購入するため、Ａさんの貯金を

担保に融資実行してほしい」と依頼・相談を受けました。Ａさんは、依頼

されたことは業務とは無関係であることに加え、長年親交を深めて信頼関

係もあるＢさんのために相談内容を引き受けようと思っています。 
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（２３）借名口座の開設 

 

【質問】 
 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

〇 たとえ不正使用を目的とした口座開設ではないといっても、借名口座開設

の依頼には応じてはいけません（他人名義で開設した口座を借名口座といい

ます）。 

  

〇 借名口座は、脱税やマネー・ロンダリングといった違法行為の温床となる

可能性があるため、絶対に開設してはいけません。 

  

〇 マネー・ロンダリングの疑いのある取引があった場合は、ＪＡバンク事務

手続きに則り、行政へ届出る必要があります。 

  

〇 口座開設時の本人確認は、犯罪収益移転防止法に定められているので、本

人確認の手続きは徹底してください。 

 

 
（参考）犯罪収益移転防止法第４条 

 

○ 職員のＡさんは、Ｂさんから他人名義で貯金口座をつくってほしい

と依頼されました。ＪＡの損になるわけではないので、応じてもよいの

ではないかと考えます。 
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（２４）証券外務員未登録者の販売行為の禁止 

 

【質問】 
 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

 

〇 投資信託等の勧誘や販売を行うには、事前に証券外務員資格試験に合格し

証券外務員として登録をする必要があります。証券外務員資格を保有してい

ても登録をしていない者は投資信託等販売を行うことはできません。未登録

者が個別商品の内容などを説明することも禁止されています。 

 

〇 なお、上記のとおり投資信託など金融商品の取引を勧誘等する際には、登

録金融機関としての登録が必須であり、例えば業務外で個人的に金融商品の

取引を勧誘する行為は法令違反となります。 

 

 

（参考）金融商品取引法第６４条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 職員のＡさんは、証券外務員資格試験に合格し証券外務員としてこ

れから登録する予定です。来月には外務員登録が完了することから、

それまでの間、組合員・利用者におすすめ投資信託商品をご説明して

おき、登録完了後に販売業務を開始しようと考えています。 
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（２５）給油所での不正（自家用車への給油等）について 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

〇 給油所における自家用車への不正な給油は、金額の多寡にかかわらず業務上

横領として不祥事件に該当する重大な不正行為です（農業協同組合法施行規則

第２３１条５項１号）。軽い気持ちで行っては絶対にいけません。 

 

○ 公用車用の給油カードは、管理者が給油カード管理簿等で「いつ、誰が使

用したのか」適切に管理し、月次など定期的に給油カードの使用状況に異常

な値が出ていないか確認・検証してください。 

 

○ また、給油所におけるポイントカードの不正使用等も発生しています。ポ

イントカードを利用しない顧客が来店した際に自らのポイントカードのポイ

ントを貯める行為も不正行為に該当しますので絶対にやらないでください。 

 

○ 給油所は、人員体制が整っておらず、単独業務になったり、けん制を効か

せることが困難な状況になることが多々あります。したがって、管理者によ

る管理・検証業務を徹底することは当然ですが、一人ひとりの職員が高いコ

ンプライアンス意識を持って業務に取り組む必要があります。軽い気持ちで

行った行動が未来の自分の一生に深い傷をつける可能性があることを肝に銘

じてください。 

 

〇 給油所で働く職員Ａさんは、アイドルの熱狂的なファンで、ライブ活動

への参加等により資金繰りが厳しくなってきました。かかるなか、給油所

に置いてある公用車用の給油カードを発見し、「今月の通勤分くらいは自

家用車に給油してもよいだろう」と軽い気持ちで自家用車に給油してしま

いました。金額も 3,000円程度ですし、今月だけなら問題ないと考えてい

ます。 



71 

 

 

（２６）背任 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 背任罪とは、「他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の

利益を図りまたは本人に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、本人

に財産上の損害を加える」ことです。この罰則は、５年以下の懲役または５０

万円以下の罰金となります。 

 

○ 「自己または第三者の利益」とは、財産上の利益に限らず、自己保身や出世

等も含まれます。 

 

○ 背任罪の成立には、犯罪の主観的要素としての「故意」に加え、自己や第三

者の利益を図るためや、ＪＡに損害を与えるためといった「目的」が必要です。

したがって、一見任務違背行為がありＪＡに損害が生じたとしても、ＪＡの利

益を図るためになされたことが明らかな場合は背任には当たりません。 

 

○ たとえば、信用事業で、自己または貸出先等の利益を図る目的で回収不可能

になることを知っていて貸出を行った場合には、刑法の背任罪とともにＪＡに

対する損害賠償責任を生じます。 

 

 

（参考）刑法第２４７条（背任） 

 

○ ＪＡの業務のなかで職員が刑法の背任罪に問われることがあると聞き

ましたが、ＪＡの利益を図るためにしたことが結果的にＪＡに損害を与

えたような場合でも背任になるのでしょうか。 
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（２７）税務担当者が組合員から税務書類の作成を引き受けた 

【税理士法・弁護士法等の業法】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 各種の業法がさだめられている業務については、通常は当該業法が一定の要

件を満たした者以外の者が当該業務を行うことを禁止しています。具体的には、

税理士や弁護士などでない者が、それらの業務を扱うことは禁じられています。 

 

○ たとえば、税理士業務とは、①税務代理（税務申告等）、②税務書類の作成（税

務申告書等の作成）、③税務相談とされています。税理士以外行ってはなりませ

ん。したがって組合員等の求めに応じて行うことのできる税務上のアドバイス

には限界があることに注意してください。単なるメモ書きであっても、組合員

等に税額の計算を示したものを提出した場合には、税務相談に応じたものとみ

なされます。 

 

○ ただし、市販の参考書に記載されている制度や手続きについての一般的知識

を伝えることは許されます。しかし、具体的な案件に立ち入っての回答は法に

抵触する危険が大きいので行わないよう注意してください。 

 

 

（参考）税理士法第５２条（税理士業務の制限）、第５９条、 

弁護士法第７２条（非弁護士の法律事務の取扱等の禁止）、 

第７７条 

 

○ ＪＡでは、組合員等からさまざまな相談を受けます。あまり難しい問

題でなければ税務上の実務について詳しい職員がいるので、わざわざ税

理士に相談しなくてもよいのではないかと考えています。 
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（２８）集金した現金をなくした【現金・手形・小切手等の紛失・盗難】 

 

【質問】 

 

 

 

【回答】 

○ まず、万一、現金等の紛失に気づいた場合には、上司へ直ちに報告し、発見

に努める必要があります。また、すぐに最寄りの警察署への届出、適正な事後

措置に努める必要があります。 

 

○ さて、利用者から預かった現金を職員が紛失した場合、ＪＡには紛失した現

金を弁済する義務が生じます。特に、信用事業において、課長等の一般に貯金

契約を締結する権限があると解される職員が当事者となった場合、利用者から

貯金として受入れる意思で現金の交付を受ければ、その場で貯金契約が成立す

ると解されます。 

 

○ また、集金者に貯金契約の締結権限がない場合はどうでしょうか。集金途中

で紛失しても貯金契約は成立しません。しかし、集金者は金融機関の職員とし

て現金等を預かり保管しています。紛失により利用者が損害を被れば、職員本

人の責任はもちろんですが、ＪＡの使用者責任も問われることになります。 

 

（参考） 

民法第４００条 

「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをする

まで、善良な管理者の注意をもって、その者を保存しなければならない。」 

民法第６４４条 

「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を

処理する義務を負う。」 

民法第７１５条 

「①ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につい

て第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。（略）②使用者に代わって事業

を監督する者も、前項の責任を負う。③前二項の規定は、使用者又は監督者

から被用者に対する求償権の行使を妨げない。」 

○ 集金した現金をなくした職員がいます。不注意な職員が悪いので、ＪＡ

としての責任はないのではないかと考えています。 
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（２９）押し売り、だまし売り【消費者契約法等】 

 

【質問】 

 

 

 

 

【回答】 

○ 売買を含む契約に対して、脅迫や贋物を本物と偽って売りつける詐欺などの

場合、民法では本人に取消し権を認め、消費者を保護してきました。さらに、

平成１３年４月に施行された消費者契約法では、民法上の詐欺や脅迫の要件を

緩和した「誤認」「困惑」による契約の取消しルールが定められました。 

 

○ ＪＡなど事業者が、消費者との契約に際して、事実と異なることを告げ（不

実告知）、契約の目的物の価格・利益など不確実なものについて断定的な判断を

提供したり、また不利益な事実を告げない（特定不利益事実の不告知）ことに

より、消費者を誤解させた場合や、消費者の退去要請を無視しての居座りや勧

誘場所に監禁して「困惑」させた場合には、消費者は当該契約を取り消して、

代価の返還を求めることができます。 

 

 

（参考）消費者契約法 

 消費者庁ホームページ 

○ 生活事業を活性化するためにいわゆる訪問販売を積極的に実施していき

たいと考えています。その場合、法令遵守の点で注意することはあります

か。 
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（３０）取引業者から空売りを依頼された 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 空売りの代表的な手法です。Ｂ社はかなり資金繰りに行き詰まっているとみ

るべきです（異常徴候先）。ＪＡは結果的に、Ｂ社に事業資金を貸し付けたこと

になってしまいます。 

 

○ Ｂ社は販売先（Ｃ）を介して資金を支払うという返済意思が在る以上、詐欺

にはなりません。しかし、Ａさんの行為は、ＪＡの規程に違反しているでしょ

うし、Ｂ社が経営破たんに陥り、支払を受けられなくなった場合には、Ａさん

からＪＡへの損害賠償責任が生じたり、場合によっては背任の罪で刑事告訴さ

れることもありえます。   

また、規程や事務手続に記載のない対応を行う際には、あらかじめ所定の権

限者による決裁を経たうえで対応することが大原則です。 

 

 

（参考）それぞれのＪＡの「業務規程」「経理規程」「行動規範」等 

○ 経済課のＡさんは、取引先のＢ社から「あなたのところ（ＪＡ）がう

ち（Ｂ社）から商品を仕入れて他の販売先（Ｃ）に売ったことにしてほ

しい。来月１５日には代金を支払ってほしい。ＪＡの代金回収は、申し

訳ないが３か月後にしてもらえないか。販売先（Ｃ）はＢ社で紹介する

し、支払い資金も期日までには当社からＣに渡しておくので、ＪＡには

迷惑はかけない」と頼まれました。 

このため、実際にはＪＡは商品を買わないのに、仕入れたことにして

起票し、Ｂ社に代金を支払いました。 

資金繰りが厳しいＢ社の倒産の危機をとりあえず救えたのでよかった

のではないかと考えています。 



76 

 

 

（３１）共同利用施設の利用にあたって、ＪＡからの資材の購入を義務付けた 

【独占禁止法】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 独占禁止法（私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律）では、

公正かつ自由な競争を促進するために、主に「不公正な取引方法」、「カルテ

ル」、「私的独占」の３つの行為を禁止しています。 

 

〇 また、独禁法は、ＪＡが組合員のために行う共同事業については、その適

用を除外しています。このため、共同販売や共同購買、共同計算がカルテル

に該当するとして問題になることはありません。 

 

〇 ただし、以下の場合に該当すると、一般の事業者と同様に独禁法が適用さ

れます。 

①「組合の行為」（農協法の趣旨からみて正当な事業の範囲）を逸脱する行

為を行った場合 

   （例 1：商系業者と話し合って、価格や数量の制限等を行う場合） 

   （例２：本来各ＪＡが独自に決めるべき組合員向け供給価格や販売手数

料を複数ＪＡで話し合う場合） 

②「不公正な取引方法」を用いる場合（独禁法第２条第９項、第１９条、

不公正な取引方法に関する一般指定（公正取引委員会告示）） 

③一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対

価を引き上げることとなる場合 

 

〇 質問にあるような、育苗センター、ライスセンター、カントリーエレベー

ター等の共同利用施設は、農畜産物の生産・出荷を行う上で極めて必要性が

高いものですが、設備費・施設維持費が極めて高いことから、これらの代替

施設を保有することが難しい組合員にとって、このような共同利用施設の利

用を制限又は禁止されると、組合員が農業活動を行う上で重大な支障が生じ

ることになります。 

○ 経営改善のためにＪＡ全利用運動をすすめています。共同利用施設の

利用について、ＪＡから資材を購入しない組合員には、共同利用施設の利

用について制限してもよいのではないかと考えています。 
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〇 このように、ＪＡが組合員に対して、共同利用施設を組合員が利用する際

に、 自己の購買事業の利用を強制する等何らかの方法により、当該組合員が

農畜産物の生産に必要とする生産資材の全量又は一定の割合・数量以上につ

いて購買事業を利用することを事実上余儀なくさせる場合には、組合員の自

由かつ自主的な取引が阻害されるとともに、競争事業者が組合員と取引をす

る機会が減少することとなります。 

 

〇 こうした行為は、独禁法上の「不公正な取引方法」に該当し、違法となる

おそれがあります（一般指定第 10 項（抱き合わせ販売等）、第 11 項（排他

条件付取引）又は 第 12 項（拘束条件付取引））。 

 

〇 前述のとおり、ＪＡが「不公正な取引方法」を用いる場合、独禁法の適用

除外とはならず、一般の事業者と同様に独禁法が適用されますので、質問の

ような行為はやめてください。 

 

 

（参考）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）等 
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（３２）近隣の商系業者やＪＡと協議して購買品の供給価格を決めた 

【独占禁止法】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 独占禁止法の規制対象は、事業者です。事業者とは、商業、工業、金融業そ

の他の事業を行う者とされています。したがって、農家も農産物を生産、販売

しているので、独占禁止法の対象となる事業者です。また、ＪＡ、経済連、全

農も販売事業・購買事業を行っているので事業者に当たります。 

 

○ 質問の件は、他の事業者と共同して対価を決定するなどにより、競争を実質

的に制限することになり、明らかに独占禁止法第３条後段の不当な取引制限

（カルテル）の規定に違反します。 

 

 

（参考）独占禁止法第３条後段 不当な取引制限（カルテル）の禁止 

○ 価格破壊が進んでおりこのままでは共倒れになってしまいます。そこ

で、近隣の商系業者やＪＡの担当者が協議して購買品の供給価格を決定

しました。 
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（３３）下請事業者との取引における親事業者の義務（書面の交付、支払期日の

設定等）と支払遅延の禁止【下請法】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

〇 親事業者は、下請事業者に対し、修理委託を含む下請法対象取引を行った場

合は、直ちに、下請法第３条にある必要記載事項を記載した書面（３条書面）

を、下請事業者に交付しなければなりません。 

 

〇 緊急時や、やむを得ない事情により電話で注文内容を伝える場合であっても、

電話連絡後直ちに３条書面を交付しなければなりません。電話のみによる発注

は、書面の交付義務違反となります。 

 

〇 また、３条書面の必要記載事項の一つとして、下請代金の支払期日がありま

すが、親事業者が支払期日を定めるにあたっては、親事業者が下請事業者の給

付の内容について検査をするかどうかを問わず、受領日（下請事業者から物品

等を受領した日）から起算して 60 日以内（受領日を算入する）のできる限り

短い期間内で定める義務があります。 

 

〇 質問の例では、10月 30日を支払期日としていることから、受領日（８月 20

日）から起算して 60日以内（10月 18日まで）のできる限り短い期間内で支払

期日を定める義務に違反しています。 

 

〇 さらに、親事業者は、受領日から起算して 60日以内に定めた支払期日までに

下請代金を全額支払わないと、下請法違反となります。仮に、受領日から起算

して 60日を超えて支払期日を定めたときは、受領日から起算して 60日を経過

した日の前日が、支払期日となります。 

〇 生活課のＡさんは自動車の修理を担当していますが、事故車両が多く

入ってきたため、管内にある自動車修理業者に、８月１日に電話で修理を

依頼しました。修理完了後、納車は８月 20日に行われました。自動車修

理業者からは、同日に請求書を受領しましたが、代金の支払は、10月 30

日に支払うことを口頭で約束しました。 

その後、10月 30日に代金を支払いました。約束どおりに代金を支払っ

ているので、問題ないと考えています。 



80 

 

 

 

〇 質問の例では、受領日（８月 20日）から起算して 60 日を経過した日（10月

19日）の前日（10月 18日）が支払期日となり、それまでに下請代金を全額支

払わないと、下請法違反となります。 

 

〇 なお、支払遅延が生じた場合、親事業者は下請事業者に対し、受領後 60日を

経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払

金額に年率 14.6％を乗じて得た額を遅延利息として支払う義務があります。 

 

〇 また、親事業者は、下請事業者に対し、修理委託を含む下請法対象取引を行

った場合は、下請法第５条等にある必要記載事項を記載した書類（５条書類）

を作成し、これを２年間保存しなければなりません。 

 

〇 親事業者に対する４つの義務と 11 の禁止行為を把握し、下請事業者と適正

な関係を築くことが大切になります。 

 

 

 

（参考） 親事業者に対する４つの義務と 11の禁止行為 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４つの義務 

 

書面の交付義務 

支払期日を定める義務 

遅延利息の支払義務 

書類の作成・保存義務 

１１の禁止行為 

 

受領拒否の禁止       報復措置の禁止 

下請代金の支払遅延の禁止  有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 

下請代金の減額の禁止    割引困難な手形の交付の禁止 

返品の禁止         不当な経済上の利益の提供要請の禁止 

買いたたきの禁止      不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 

購入・利用強制の禁止 
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（３４）下請事業者に交付する書面における下請代金の額の記載【下請法】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ ３条書面には、原則として下請代金の額を具体的な金額で記載しなければな

りませんが、具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場

合には、下請代金の額として具体的な金額を定めることとなる算定方法を記載

することが認められます。ただし、算定方法は、下請代金の額の算定根拠とな

る事項が確定すれば、具体的な金額が自動的に確定するものでなければなりま

せん。 

 

〇 例えば、修理してみないと費用が判明しない修理委託の場合で、修理内容の

種類に応じて基本料金が〇〇円と定められており、これに下請事業者が修理に

要した実費を加えて価格を決定する算定方法であれば、「修理内容の種類別の

基本料金○○円＋下請事業者が修理に要した実費（部品代、交通費等）」と記載

することが考えられます。 

 

〇 これと異なり、修理委託において、故障箇所とその程度が委託した時点では

明らかでないため、「下請代金の額」が定まっていない場合は、その内容が定め

られないことについて正当な理由があるといえます。このように、必要記載事

項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由がある事項がある場

合には、当該事項を記載せずに下請事業者に書面（当初書面）を交付すること

が認められます。 

 

〇 ただし、この場合には、記載しなかった事項の内容が定められた後直ちに、

当該事項を記載した書面（補充書面）を交付しなければなりません。 

〇 当ＪＡでは、組合員から請け負った農業用機械の修理を下請事業者に

委託しています。 

下請事業者に発注する際には、発注書（３条書面）を交付していますが、

発注時点では代金が確定していないため、発注書には支払代金の額を記

載していません。 

修理完了後に、下請事業者から請求書を受領し、請求書にある金額を支

払う方法を取っているため、何も問題はないと考えています。 
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〇 なお、当初書面には、記載しなかった事項について、内容が定められない理

由及び内容を定めることとなる予定期日を記載する必要があります。補充書面

は、当初書面との相互の関連性が明らかになるようにする必要があり、例えば、

当初書面と補充書面とで同じ注文番号を用いたり、補充書面に「本注文書は○

年○月○日付けの注文書の記載事項を補充するものです。」と記載したりする

などの方法があります。 

 

 

 

（参考） 下請代金支払遅延等防止法（下請法）第３条 
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（３５）苦情を上司に報告しなかった【苦情対応】 

【質問】 

 

 

 

 

 

【回答】 

 ○ 苦情は申立者にとっての困り事（問題）です。申立者が諦めの気持ちで発し

ていると見られる「もういい」では、問題は解決しているとは言えません。 

 

○ 正当な苦情は、ＪＡに良くなってもらいたい、自分以外の人にも同じよう

なことが及ばないようにしなければと公益的観点から発せられるものです。 

 

○ また、期待を下回るサービスの提供を受けた場合や異常を目の当たりにし

たことで、苦情をわざわざ言ってくれる人は少数派で、一つの苦情の背後に

は、何も言わずにＪＡから離れていく人がたくさん居ると考えるべきです。 

 

○ 苦情対応は、申立者に対する説明責任を事後的に補完するものであり、利

用者保護のため、事業者の責任として適切に対応することが、法令等で求め

られています。 

 

○ 苦情は、職員に対して発せられたとしても、職員は事業者（組織）の一員で

ある以上、その苦情は組織に向けられたものとなります。申出者が納得して

いないのであれば、事業者としての適切な対応が必要です。 

 

○ 苦情があった場合、たとえ軽微または不本意と思われるものであっても、

誠実に対応のうえ、上司に報告し、当該苦情にかかる事情・事実関係等を調

査するとともに、必要に応じて関係部署との連携を図り、迅速な解決に努め

ます。 

また、不祥事件や個人情報漏えいなど、ＪＡ経営に重大な影響を及ぼす問

題を内包する苦情もあるため、直ちにコンプライアンス統括部署にも報告す

る必要があります。 

 

○ 全てのＪＡに、苦情対応のルール（要領・規程等）が設定されていますので、

こうしたルールに基づき苦情への適切な対応や管理等を行います。 

 （参考）それぞれのＪＡの苦情対応要領など 

○ 組合員さんから苦情がありましたが、とりあえず謝っていたら「もうい

い」と言い残し帰ってしまいました。以前から言われていることなので上

司には報告していませんが、特に問題になることはないと考えています。 
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（３６）経済事業子会社に対し、極端に低い金利での貸付を実行した 

【アームズ・レングス・ルール】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ ＪＡと子会社等との利益相反取引によって、ＪＡの経営の健全性が損なわ

れること等を防止する観点から、やむを得ない理由がある場合に行政庁の承

認を受けた場合を除いて、ＪＡと当該ＪＡの子会社等との間で、①通常の条件

に照らしてＪＡに不利益を与える条件での取引、② ①に準ずる取引・行為で

ＪＡの事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのある取引または行

為を行うことは、農業協同組合法によって禁止されています。 

このような規定は「アームズ・レングス・ルール」と呼ばれています。 

（農業協同組合法第 11条の 9、農業協同組合法施行規則第 9条、10条） 

 

○ ＪＡが自らの子会社に対して、その子会社と同程度の財務内容を有するグ

ループ外の利用者に対して通常適用されるはずのない低水準の金利で貸出対

応を行うことは、アームズ・レングス・ルールに抵触することとなります。 

 

○ アームズ・レングス・ルールの対象となる取引には、貯金や貸出等といった

金融取引のほか、信用事業として行う役務提供取引や賃借取引等も含まれま

す。 

従って、ＪＡが子会社等と取引を行う場合には、通常の利用者と同種同 

量の取引を行った場合の取引条件と乖離した対応が行われることがないよう、

留意する必要があります。 

 

（参考）農業協同組合法第 11条の 9、農業協同組合法施行規則第 9条～10 条、

系統金融機関向けの総合的な監督指針 Ⅲ－４－５ アームズ･レングス･

ルール等 

○ 生活購買事業を営むＪＡ子会社において、仕入決済資金の借入が必要に

なりました。生活部長から相談を受けた信用部長は、ＪＡで全額貸出対応

することを考えていますが、当該子会社が実質的にＪＡの１部門であるこ

とから、特別に低い金利で貸し付けても問題ないのではないかと考えてい

ます。 
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３．情報管理に関する事項 

 

（１）組合員に他の組合員の契約内容を話してしまった【守秘義務】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 居酒屋には、誰が居合わせているかわかりません。周囲の人は、けっこう他

人の話に興味をもって耳をすませている、と考えるべきです。 

 

○ 公の場で、ＪＡの重要な情報に触れるような話をすることは厳禁です。それ

以上に、組合員さんの情報を安易に話すのは絶対に止めてください。組合員さ

んからみると、ＪＡに知られた情報を言いふらされてしまう、ということにな

ります。また、お酒が入ると、気が緩み大声で話しがちです。 

 

○ 守秘義務の意味をよく理解して、行動してください。 

 

○ 共済事業においては、死亡した親族の共済加入の有無について遺族から照会

を受けた際に、満期や死亡共済金等の受取人が誰であったか伝え、当該受取人

から「個人情報の漏えい」であるとクレームを受ける事例が発生しています。 

（死亡共済金の受取人が長男であることを次男に伝え、長男から苦情があった

等） 

家族・親族からの照会であっても、受取人など「生存する個人に関する情報」

は、本人の同意なく開示しないようご留意ください。 

 

（参考）それぞれのＪＡの「就業規則」「行動規範」等 

 

○ 仕事熱心な共済課のＡさんは、居酒屋でたまたま一緒になった組合員

さんに共済加入を勧めたのはよかったのですが、比較する例として別の

組合員さんの共済契約の内容を，名前を出して話してしまいました。 

単なる例として話しただけで、お互いがよく知っている人のことなの

でそれほど問題になることはないと考えています。 
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（２）組合員台帳等の個人情報管理【個人情報保護】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 個人情報が記載された組合員台帳を、第三者の目に触れる場所に放置した行

為は、個人情報の適正な管理を定めた個人情報保護法の趣旨に違反しています。 

 

○ 例えば、信用事業の顧客台帳には、氏名、住所、貯金額などが記載されてお

り、こうした情報を漏えいする危険に曝すことを考えれば事の重大さは明白で

す。 

 

○ ＪＡは、自らの保有する顧客情報について正当な理由がない限り他人に漏ら

してはならない、という守秘義務を負っています。たとえ短時間であっても内

容が見えないように引き出しに格納するなど個人情報の安全管理を日頃から

意識することが重要です。 

 

（参考）個人情報保護法、それぞれのＪＡの「行動規範」「個人情報保護方針」

「個人情報取扱規程」等 

個人情報保護委員会ホームページ 

○ 個人情報が記載された組合員台帳を、第三者の目に触れる場所に放置

したまま離席してしまいました。その間に，組合員さんが台帳を覗き込

んで見てしまいました。なにか問題になることがありますか。 
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（３）組合員情報の管理 

【個人情報の漏洩 組合員台帳等の外部持ち出し・置き忘れ・車上荒らし】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 個人情報は、安全な場所に保管しなければなりません。組合員さんなどの住

所・氏名・電話番号・取引履歴などの個人情報は、推進などで貴重な情報とし

て役立ちます。その一方、組合員さんなどの権利や利益の保護の観点から慎重

に取り扱い、安全に管理されるべきものです。 

 

○ 帰宅時には、事務所を施錠し、警備会社のセキュリティがあるから大丈夫だ、

などと考えるべきではありません。泥棒はそれでも侵入することがあるでしょ

う。大問題になってからでは遅いのです。 

 

○ また、こうしたパソコンや台帳のコピーなどをＪＡの事務所から外に持ち出

す場合もあるかもしれません。この場合にはさらに慎重な取り扱いが必要です。

昼食時間に駐車中の車が車上荒らしに遭ったり、通勤途中の電車に置き忘れ紛

失することもあります。 

 

○ そのため、万が一、個人情報を外部に持ち出す場合は、車などに置いたまま

にせず、必ず携行して行動するようにしてください。 

 

○ また、台帳等の個人情報は、管理簿による管理や持ち出し記録の記載などの

対策を徹底するようにしてください。 

 

（参考）個人情報保護法、それぞれのＪＡの「行動規範」「個人情報保護方針」

「個人情報取扱規程」等 

○ 指導販売部のＡさんは、担当する地域の組合員情報をノート型パソコン

に保存しています。毎日机の引き出しの中に収納して鍵をかけるのが面倒

なので、机の上に置いたままで帰宅しています。 

ＪＡの外に持ち出す訳ではなく、事務所の中で安全だから、よいのでは

ないかと考えています。 



88 

 

 

（４）組合員から職員名簿がほしいと依頼された【守秘義務と個人情報保護】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 個人情報については、慎重に取り扱う必要があります。安易に個人情報を知

らせてはいけません。 

 

○ 個人情報保護法では、例え職員のものであっても個人情報について、あらか

じめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないと定め

ています。 

 

○ 質問の場合には、本人の同意なしに、住所を教えたことになるので、個人情

報の漏えいにあたります。 

 

○ また、同意が得られて第三者に提供するときには、①本人の同意を得ている

旨、②当該第三者の氏名又は名称その他の当該第三者を特定するに足りる事項

（不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨）、③当該個人データに

よって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項、④当

該個人データの項目を記録し、法令等で定められている期間保管する必要があ

ります。 

 

（参考）個人情報保護法、それぞれのＪＡの「行動規範」「個人情報保護方針」

「個人情報取扱規程」等 

 

 

○ 組合員の方から、お世話になった職員の皆さんに挨拶状を出したいの

で，職員の住所録を見せてほしいと依頼されました。相手が組合員さんな

のでよいのではないかと考えています。 
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（５）個人情報を電子メールやファックスで送信する 

【個人情報の漏洩 個人情報の誤送信】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 送信する前に、再度確認をしてうっかりミスを防ぐ必要があります。E メー

ルは便利で、一度に多数の人へ、簡単に送信できるのでたいへん便利ですが、

その裏に、こうした問題が生じてしまう危険と裏腹であることを認識する必要

があります。 

 

○ 今回の場合、メールアドレスから、個人が特定できるとすれば、個人情報保

護法の個人データの漏えいになります。 

 

○ このようなことが発生すると、大切な組合員や利用者からの信用を失ってし

まいます。法律上の個人データの漏えいにはならない場合でも、見えてしまっ

たことで、苦情がくるかもしれません。 

 

○ E メールやファックスを送る際には、送信ボタンを押す前に一呼吸おいて再

確認することを励行する、他の職員に確認してもらうなどの慎重な対応を心掛

けてください。 

 

（参考）個人情報保護法、それぞれのＪＡの「行動規範」「個人情報保護方針」

「個人情報取扱規程」等 

 

 

○ 組合員課のＡさんは、組合祭りのイベントの案内をするために、組合

員や利用者７００人に一斉に Eメールを送信することにしました。 

送信の際、受け取った本人以外のメールアドレスが表示されないよう

に，「BCC」欄で送信するつもりで、うっかり「CC」欄にアドレスを入力

して送信したため、全員のメールアドレスがすべて表示されてしまいま

した。 



90 

 

 

（６）同窓会名簿を利用して業務上のダイレクトメールを送付 

【個人情報の目的外利用】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 個人情報保護法では、個人情報取扱事業者（ＪＡも）は、個人情報の利用目

的を通知（公表）することが求められています。 

 

○ また、個人情報の入手経路については、偽りその他不正な手段によって、取

得してはならないと定められています。 

 

○ 同窓会名簿を業務用に利用することは、同窓生相互の情報連絡などを目的と

した本来の目的から外れています。 

 

○ こうした行為は、職員の個人的信用を落とすだけではなく、そうした営業活

動を行ったＪＡの信用を損なう行為であって、慎まなくてはなりません。 

 

 

（参考）個人情報保護法、それぞれのＪＡの「行動規範」「個人情報保護方針」

「個人情報取扱規程」等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 販売課のＡさんは、通信販売の営業成績を上げるため、ギフトカタロ

グを、出身高校の同窓会名簿に掲載されている人の全員に送付しました。

高校の同窓会の関係なのでよいのではないかと考えています。 
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（７）個人番号（マイナンバー）の厳格な管理 

【個人番号（マイナンバー）の利用制限等】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 平成２８年１月より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（以下、番号法）」に基づき、社会保障・税番号制度（マイナンバー

制度）が、開始されました。 

○ マイナンバー制度は、社会保障、税及び災害対策の分野における行政運営の効率

化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基

盤として期待されるものです。既に皆さんの手元にも、12桁の個人番号が届けられ

ているはずです。 

○ 一方で、マイナンバー制度導入により、特定個人情報（個人番号を含む個人情報）

の不正追跡・突合、財産その他の被害が懸念されています。 

○ そのため、個人番号は個人情報の一つとして、一般法である個人情報保護法に 

おいて各種保護措置（取扱い）が定められているとともに、特別法である番号 

法において、さらに厳格な保護措置が定められています。 

○ 例えば、代表的なものとして、個人番号の利用制限（番号法 9条）、提供の要求の

制限（番号法 14、15条）、取得の際の本人確認（番号法 16条）、特手個人情報の提

供制限（番号法 19条）、収集・保管制限（番号法 20条）、特定個人情報ファイルの

作成制限（番号法 28条）等があります。 

○ ＪＡとしても、組合員、利用者、取引先、役職員その扶養家族等の個人番号を取

得する場合がありますので、その際は個人情報保護法および番号法における保護措

置を厳守する必要があります。なお、ＪＡで個人番号を取扱える者は、事務取扱担

当者に限定されています（特定個人情報取扱規程（例））。 

○ 個人番号の利用については番号法 9 条等で利用範囲を制限されており、質問にあ

るような、役職員の管理を目的とした利用は、同条等にも違反するおそれがありま

すので行うことはできません。 

（参考）個人情報保護法、番号法、番号法ガイドライン（事業者編）、それぞれのＪ

Ａの「行動規範」「個人情報保護方針」「個人情報取扱規程」等 

○ 人事課のＡさんは、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が始まった

ことをきっかけに、職員の個人番号（マイナンバー※）の管理を担当すること

になりました。マイナンバーは便利なので、今後は職員番号ではなく個人番

号で職員情報を管理しようと考えていますが問題ないでしょうか。 

※マイナンバーは、一般に個人番号・法人番号の総称です 
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（８）ソーシャルメディアを個人的に利用する場合の留意事項 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ ソーシャルメディアとは、ブログ、ツイッター、facebook 等のＳＮＳに代表

されるように、インターネットを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは

相互に情報をやり取りする情報メディアをいいます。ツイッターもソーシャル

メディアの一種です。 

 

○ ソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、法令・定款や情報の

取扱いに関する規程等を遵守しなければなりません。自らの職務に関する情報

を発信する場合は、守秘義務違反とならないか慎重に検討する必要があります。

また、基本的人権や著作権、肖像権、プライバシー権等、公序良俗へ配慮する

ことも必要です。 

 

○ 仮に自らの不用意な発言によって「炎上」（特定の投稿や発言が不適切と判断

され、集中的かつ爆発的に注目や非難を浴びること）を招いた場合には、匿名

であっても、過去の投稿内容等から個人情報が特定され、インターネット上に

晒されるとともに、個人的な行動や発言であったとしても、勤務先であるＪＡ

もその責任を問われることになりかねません。 

 

○ ソーシャルメディアを利用するときには、発信した情報に不特定多数の利用

者がアクセスし、さらに匿名性が担保されないメディアであるということを認

識したうえで、ＪＡの役職員であることの自覚と責任を忘れないよう心がけて

ください。 

 

（参考）個人情報保護法、それぞれのＪＡの「行動規範」、「個人情報保護方針」

「個人情報取扱規程」等情報の取扱いに関する規程等 

 

 

○ ソーシャルメディアを個人的に利用する場合には、特段留意すること

はないのでしょうか。ツイッターで、今日の部内会議の内容について自

分の考えを投稿しました。匿名で個人の考えを中心としたものなので、

何を述べても特に問題はないと考えています。 
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４．人事・労務に関する事項 

（１）部下に継続して長時間の時間外労働をさせている 

【労働時間管理】【時間外・休日労働】【過重労働・メンタルヘルス対策】 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 職員に、所定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせる場合には、労

働基準法第１５条、第８９条により就業規則（労働条件通知書）に規定してお

くことが必要です。それが業務命令として時間外、休日労働を命ずるための要

件のひとつにもなります。また、法定の労働時間（１日８時間、週４０時間以

内）を超えて労働させたり、法定休日に休日労働させたりすることがある場合

には、労働基準法第３６条により労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長

への届出（限度基準を超えない場合の 36協定届）が義務づけられています。 

 

〇 大企業は 2019 年４月から（中小企業は 2020 年４月から）、罰則付きの上限

が法律に規定されました。法律上、時間外労働の上限は原則として月４５時間・

年３６０時間となり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることができ

ません。（月４５時間は１日当たり２時間程度の残業に相当します。） 

 

○ ３６協定を締結した場合でも、時間外労働や休日労働を安易に認めるのでは

なく、業務量を調整し必要最低限にとどめるべきものであることを認識して、

時間外労働が月４５時間、年３６０時間の上限の範囲内となるよう長時間労働

の削減に努めることが重要です。 

 

○ 特に、時間外・休日労働が月 80時間を超える長時間労働は過労死ラインと呼

ばれており、該当する職員から求めがあった場合には、事業主は、医師による

面接指導を受けさせることが義務づけられています。 

 

○ また、メンタル不調を未然に防止するため、医師・保健師等による心理的な

負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）の実施が義務づけられ、

◆ 時間外労働は何時間でもしていいのでしょうか。 

○ ＬＰガスセンターのＡさんは入組 1 年目で、まだ業務に慣れていな

いなかで、業務の量も多く、毎日、残業をする日が続いています。先輩

のＢさんは、毎月、かなりの残業をしているＡさんを見かねて、上司

のＣ課長に「仕事の見直し」を提案しましたが、Ｃ課長は一向に気に

せず、新人なんだからと言って、残業をさせています。 
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検査の結果、一定の要件に該当する職員から申し出があった場合、医師による

面接指導を実施することが義務づけられています。 

 

（参考）関係法令：労働基準法、労働安全衛生法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「労使協定」「行動規範」等 
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（２）繁忙期に部下に月４５時間超の長時間の時間外労働をさせている 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

【回答】 

〇 事業場の業務形態によって、繁忙期に原則の限度時間（月４５時間・年３６

０時間）を超えて時間外労働を行わなくてはいけない臨時的な特別な事情があ

る場合、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長への届出（限度基準を超

える場合の３６協定届（特別条項））が義務づけられています。 

 

〇 大企業は 2019年４月（中小企業は 2020 年４月）から、臨時的な特別な事情

がある場合にも上回ることのできない上限が設けられました。 

 

〇 臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合（特別条項）でも、次の

ことを守らなければなりません。 

 ・時間外労働が年７２０時間以内 

 ・時間外労働と休日労働の合計が月１００時間未満  

・時間外労働と休日労働の合計について、「２か月平均」「３か月平均」「４か

月平均」「５か月平均」「６か月平均」が全て１月当たり８０時間以内 

・時間外労働が月４５時間を超えることができるのは、年６か月が限度 

 

〇 特別条項の有無に関わらず（※）、１年を通して常に時間外労働と休日労働の

合計は、月１００時間未満、２～６か月平均８０時間以内にしなければなりま

せん。 

 ※ 例えば時間外労働が 45 時間以内に収まって特別条項にはならない場合で

あっても、時間外労働＝44時間、休日労働＝56時間のように、合計が月 100

時間以上になると法律違反になります。 

 

〇 上記に違反した場合には、罰則（６か月以下の懲役または３０万円以下の罰

金）が科されるおそれがあります。 

 

〇 特に、労働安全衛生法においては、脳血管疾患・心臓疾患等の過労死を防止

するため、管理監督者（管理職）を含め、時間外・休日労働が月８０時間を超

える職員で本人の申出があった場合、医師による面接指導の実施が義務づけら

◆ 繁忙期に継続して月４５時間を超える残業をさせていいでしょうか。 

○ 事業場の繁忙期は、１か月４５時間を超える長時間労働が続きます。

臨時的な特別な事情がある場合は、１か月４５時間を超える長時間の時

間外労働をさせていいのでしょうか。 
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れていますので、過労死等の防止に向けて取り組むことが必要です。 

 

（参考）関係法令：労働基準法、労働安全衛生法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「労使協定」「行動規範」等 
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（３）残業代が支給されない 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 職員に時間外労働をさせるためには、職員に対して、使用者がその業務命令

をすることが前提になります。ですから、職員ができなかった業務を残業して

行うと申し出、使用者がそれを了承した場合には、その時間に対して、賃金を

支払わなければならないことになります。 

 

○ 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用

者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に

あたります（平成１２年３月９日最高裁判決、三菱重工長崎造船所事件等）。 

 

○ 使用者が、労働者を 

① 法定労働時間を超えて働くことを命じたとき（時間外労働）、 

② 法定休日に働かせたとき（休日労働）、 

③ 午後 10時から午前 5時までの深夜に働かせたとき（深夜労働） 

には、通常の労働時間に比して、法令で定められた割増率で計算した割増賃

金を支払わなければ、賃金不払残業、いわゆるサービス残業となります。 

【割増率】 

 時間数 割増率 割増率（深夜労

働） 

時間外労働 
60 時間以下 25%以上 50%以上 

60 時間超 50%以上 75%以上 

休日労働 ― 35%以上 60%以上 

 

○ 「残業して仕事を仕上げろ」と指示していなくても、黙示の業務命令がある

場合、たとえば、翌日の会議で使用する資料など、いわば作成しなければなら

ない状況等が客観的な前提になっているようなときは、時間外労働賃金を支払

わなければならない場合がでてくると考えられますが、時間外労働を行うため

には、使用者から残業命令書等によりその業務命令を受けて労働することが前

◆ 自主的な残業は残業代を支給しなくていいでしょうか。 

○ 当ＪＡでは、残業を従来から使用者から命令を出さず、職員が判断し

て 行っています。職員が自主的に残業した場合、賃金を支払わなくて

よいのではないかと考えています。 
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提になります。 

 

○ また、特に残業しなければならない業務がないのに「自主的な残業」として

業務命令もなく時間外に事務所にとどまることについては、セキュリティ面か

らも好ましくありません。 

 

（参考）労働基準法 

労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイ 

ドライン（平成２９年１月２０日施行） 

それぞれのＪＡの「就業規則」「労使協定」「行動規範」等 
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（４）休暇が取れない【年次有給休暇】 

【質問】 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 年次有給休暇は、労働者を法定休日以外に毎年一定日数のまとまった期間

（日数）を労働から解放し、これを有給とすることによって、心身の疲労を回

復させ、労働力の維持培養を図ることを目的としています。 

 

○ 働かなければならない日に休んだら、その分の賃金は支払われないというの

が原則ですが（ノーワーク・ノーペイの原則）、年次有給休暇は、所定の休日以

外に仕事を休んでも、賃金を支払ってもらうことができる休暇です。 

 

○ 年次有給休暇は、要件を満たしていれば、法律上、当然に生じる権利であっ

て、職員から具体的な年休の時季指定がなされたときには、使用者としては、

事業の正常な運営に支障がある場合、時季変更権も行使できますが、できる限

り職員が指定した時季に年休がとれるように、状況に応じた様々な配慮をする

必要があります。 

 

○ また、使用者は、年次有給休暇を取得した職員に対して、賃金の減額その他

不利益な取扱いをしてはなりません。 

 

○ 職員は、いつでも、自由に、取得理由を問わず、年次有給休暇を請求するこ

とができます。未取得の年休については、年休権は労働基準法上 2 年の時効に

かかり、したがって、翌年度までの年休の繰り越しは認められています。 

 

○ なお、いわゆるパートタイム若しくはアルバイト労働者であっても、一定の

条件を満たせば年次有給休暇を取得する権利が発生します。ただし、週所定労

働時間が 30 時間未満であり、かつ所定労働日数が週 4 日以下または年間２１

６日以下のパートタイム労働者については、付与日数がフルタイムの労働者と

異なる点には留意する必要があります。 

（参考）労働基準法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「年次有給休暇管理簿」「行動規範」等 

◆ 年次有給休暇は労働者が自由に利用できるのでしょうか。 

○ 営農センターのＡさんは、繁忙期で、業務量が多いのですが、年次

有給休暇を取得したいと考えています。休暇をとると何か不利益があ

るのではないかと考えています。 



100 

 

 

（５）年５日の年次有給休暇の確実な取得【年次有給休暇】 

 

 【質問】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

〇 労働基準法の改正に伴い、2019 年４月から全ての使用者に対して、「年５日

の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられました。対象者は、年次有給休

暇が１０日以上付与される労働者です。対象労働者には管理監督者や有期雇用

労働者も含まれます。 

 

〇 使用者は労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内

に５日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりま

せん。 

 

〇 使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりませ

ん。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意

見を尊重するよう努めなければなりません。 

 

〇 既に５日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用

者による時季指定をする必要はありません（時季指定することもできません）。 

 

〇 なお、使用者は、労働者ごと年次有給休暇管理簿（年次有給休暇を取得した

日付、取得日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類）を作成し、３年

間保存しなければなりません。 

 

 

（参考）労働基準法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「年次有給休暇管理簿」「行動規範」等 

◆ 年次有給休暇は、１年に最低５日は、労働者に取得してもらうことが

使用者の義務でしょうか。 

○ Ａさんは、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等で、年次

有給休暇は１日も取得していません。年次有給休暇を全く取得してい

ないＡさんには５日取得してもらいたいと考えています。 
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（６）女性職員への配慮【母性健康管理】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 女性職員から妊娠の報告があった場合は、事業主は女性職員の母性健康管理

に対応する義務とともに、産前産後休業の取得や育児休業からの復帰等を前提

とした雇用管理が必要になります。 

 

○ 男女雇用機会均等法では、事業主に対して妊娠している女性職員が保健指導

又は健康診査を受け、主治医等から指導事項を受けた場合は、その指導を守る

ことができるようにするため、必要な措置を講じることを義務づけています。 

 

○ 特に、事業主の母性健康管理措置として、産前の場合、妊娠 23 週まで、4週

に 1回、妊娠 24 週から 35週まで、2週に 1回、妊娠 36週から出産まで、１週

に 1回必要な通院回数を確保することが示されています。 

 

○ この他に、事業主が講じなければならない措置としては、(1)妊娠中の通勤緩

和、(2)妊娠中の休憩に関する措置、(3)妊娠中の症状等に対応した作業の制限、

勤務時間の短縮、休業等の措置があります。 

 

○ また、労働基準法には、産前産後休業や危険有害業務の就業制限等女性職員

の妊娠、出産等に関する保護規定がありますので、これらの規定を遵守する必

要があります。また、育児・介護休業法としては、育児休業や子の看護休暇さ

らには育児と勤務との両立のための措置が設定されていますが、令和４年４月

からは、改正育児・介護休業法により、事業主に「育児休業を取得しやすい雇

用環境の整備」と「妊娠・出産（本人または配偶者） の申し出をした労働者に

対する個別周知・意向確認の措置」が義務となりました。 

 

（参考）労働基準法 

男女雇用機会均等法 

育児・介護休業法 

◆ 女性職員の母性健康管理は、どのようにしたらよいでしょうか。 

○ Ａさんは、このたび妊娠しました。上司のＢさんは、妊娠や出産を迎

える女性職員に各種の配慮をする必要があると考えています。 
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それぞれのＪＡの「就業規則」「行動規範」 

「母性健康管理の措置に関する規程」 

「育児及び介護休業規程」等 

 



103 

 

 

（７）育児を行う職員への対応【育児休業制度】 

【質問】 

 

 

 

【回答】 

○ 令和４年４月１日の育児・介護休業法改正により、育児休業制度には、これ

までの「育児休業」制度に加え、新たに「出生時育児休業（令和４年１０月１

日施行。以下、「産後パパ育休」という。）」制度が創設され、令和４年１０月１

日以降は、２つの育児休業制度が併存することになりました。 

 

○ 法改正により、令和４年４月１日からＪＡには次の２つの義務が課されます。 

１．育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業

主は以下のいずれかの措置を講じなければいけません。 

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備（相談窓口設置） 

③自ＪＡの職員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 

④自ＪＡの職員へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する

方針の周知 

※複数の措置を講じることが望ましいとされていますが、育児休業・産後パ

パ育休の申し出が円滑に行われるためには、①と②が必須と考えられます。 

※①の研修については、少なくとも現場の管理職に対する研修は必須とされ

ています。育休取得の相談や申出を行った者に対する不利益取り扱いの禁

止、マタハラ及びパタハラを防止するためです。不利益取扱いやマタハラ・

パタハラは、育児・介護休業法違反です。 

 

２．妊娠・出産（本人または配偶者） の申し出をした職員に対する個別の周知・

意向確認の措置 

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た職員に対して、ＪＡは育児休

業制度等に関する以下の事項の周知と育児休業取得意向の確認を、個別に行

わなければいけません。 

①申し出た職員に個別に周知しなければならない事項 

ア．ＪＡにおける育児休業・産後パパ育休制度 

イ．育児休業・産後パパ育休の申し出先 

ウ．育児休業給付に関すること 

エ．職員が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の

◆ 育児を行う職員にどのような対応をすればよいのでしょうか。 
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取り扱い 

②個別周知の方法・意向確認の方法 

面談、書面交付、ＦＡＸ、電子メール等のいずれかの方法。 

※面談はオンライン面談も可。ＦＡＸ・電子メール等は職員が希望した場

合のみ。 

※交付書面を用いて面談説明することがトラブル防止によいと考えます。

やむを得ない場合は、書面を交付のみでも可です。  

※休業の取得を控えさせるような個別の周知・意向確認はハラスメントに

該当します。 

 

○ 令和４年４月１日から、有期雇用職員の育児休業取得要件から、「引き続き雇

用された期間が１年以上」という法令要件が廃止されます。ＪＡにおいて、有

期雇用職員には、これまでどおり１年以上就業しているときのみ育児休業（産

後パパ育休含む）の取得を認めたい場合には、労使協定の締結が必要となりま

す。 

 

○ 産後パパ育休は、子の出生後８週間以内に４週間（２８日） を限度に、２回

に分割して取得することが可能（分割しなくても良い） な制度で、対象者は男

性職員（父親）です（養子等の場合は女性も取得可能）。 

また、労使協定を締結した場合には、職員と組合が合意したときに限り、産

後パパ育休中に就業することが可能です。ただし、就業可能日等には法により

上限が定められており、かつ、上限を超えない範囲でも就業日数・就業時間数

によっては出生時育児休業給付金が削減されるため、先に挙げたように、ＪＡ

は職員によく説明（個別の周知）し、就業日数・就業時間について合意する義

務があります。職員の合意なしに就業させることは法違反です（上記１－①に

より職員（管理職） 研修、２－①－ウにより個別の周知）。 

 

○ 育児休業の対象者は、原則として１歳に満たない子を養育する男女職員です。

なお、パパママ育休プラスの場合には子が１歳２か月、保育園に入所できない

等の特別の事情があれば１歳６か月、２歳までの期間延長も可能です。 

 

○ 育児休業を希望する職員は、原則として休業を開始しようとする 1 ヶ月前ま

でに、使用者に申し出ることにより取得できます。使用者は、職員から育児休

業の申出があったときは、これを拒むことはできません。法改正により、申出

の回数は、令和４年９月３０日までは、特別の事情がない限り１人の子につき

１回ですが、令和４年１０月１日以降は、１歳（パパママ育休プラスの場合は

１歳２か月） まで１子につき２回まで申出が可能です。 
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○ 産後パパ育休の申出期限は、原則として休業を取得する２週間前までです。

なお、法が定める要件を満たす労使協定を締結した場合には、１か月前までと

することができます。 

 

○ 育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が１歳

に達する日（誕生日の前日）までの間で職員が申し出た期間です。育児休業に

係る子を出産した女性職員は、労働基準法の規定により産後８週間の休業（産

後休業）が認められているので、育児休業はその終了後から取得が可能となり

ます。したがって、子が出生した日から育児休業をすることができるのは男性

職員（父親）になります（養子等の場合には、女性職員も出生日からの育児休

業取得が可能）。 

つまり、令和４年１０月１日以降、父親である男性職員は、子の出生後８週

間について、産後パパ育休と育児休業のどちらを取得するか選択権があります。 

 

○ 小学校就学前の子を養育する職員は、１年度に５日（その養育する小学校就

学の始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっては、１０日）まで、１日

単位、労使協定を締結した場合には時間単位もしくは半日単位で、看護休暇を

取得することができます。 

 

〇 時間単位は１時間単位の整数倍を表します。なお、法律上は、始業時刻から

連続し、または終業時刻まで連続する時間（休憩時間は含まない）の取得まで

を義務付けておりますが、職員の希望に応じ、就業時間の途中でも取得できる

ように、配慮する必要があります。 

 

〇 また、労使協定により時間単位の子の看護休暇の取得対象から除外された職

員に対しても、半日単位で取得できるように配慮する必要があります。 

 

○ 育児休業等を相談した職員や、申出、又は取得をした職員に対し不利益な取

扱いをしてはならないことになっています。また、上司・同僚が職場において、

妊娠・出産・育児休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることがない

よう、職員への周知・啓発、相談体制の整備等の防止措置を講じることになっ

ています（上記１－①による職員（管理職研修、１－②による相談体制の整備）。 

 

○ 育児を行う職員に対しては、所定外労働および時間外労働の制限の規定を定

めることになっています。３歳に満たない子を養育する職員から請求があった

場合は所定外労働を制限（残業の免除）すること、また、小学校就学の始期に
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達するまでの子を養育する職員から請求があった場合は、制限時間（１か月２

４時間、１年について１５０時間）を超えて時間外労働をさせてはならないこ

とになっています。 

 

○ また、３歳に満たない子を養育する職員から申し出があった場合、１日の所

定労働時間を原則として６時間とする短時間勤務制度の措置を講じることに

なっています。 

 

（参考）労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「行動規範」「育児及び介護休業規程」等 
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（８）介護を行う職員への対応【介護休業制度】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 介護休業の対象者は、２週間以上の期間にわたり、要介護状態にある家族を

介護する職員です。対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、

兄弟姉妹、孫です。 

 

○ 介護休業を希望する職員は、原則として休業を開始しようとする２週間前ま

でに、書面等で使用者に申し出ることにより取得できます。使用者は、職員か

ら介護休業の申出があったときは、これを拒むことはできないことになってい

ます。 

 

○ 令和４年４月１日から、有期雇用職員の介護休業取得要件から、「引き続き雇

用された期間が１年以上」という法令要件が廃止されます。ＪＡにおいて、有

期雇用職員には、これまでどおり１年以上就業しているときのみ介護休業の取

得を認めたい場合には、労使協定の締結が必要となります。 

 

○ 介護休業は、対象家族 1人につき、通算 93日まで、３回を上限として分割し

て取得することができます。要介護状態から一旦回復し、再び要介護状態に至

った場合にも通算 93 日に達するまでは介護休業が取得できることになってい

ます。 

 

○ 要介護状態にある対象家族を介護する職員は、１年度に５日（対象家族が２

人以上の場合にあっては、１０日）まで、１日単位、労使協定を締結した場合

には時間単位もしくは半日単位で、介護休暇を取得することができます。 

 

〇 時間単位は１時間単位の整数倍を表します。なお、法律上は、始業時刻から

連続し、または終業時刻まで連続する時間（休憩時間は含まない）の取得まで

を義務付けておりますが、職員の希望に応じ、就業時間の途中でも取得できる

◆ 介護を行う職員にどのような対応をすればよいのでしょうか。 

○ グリーンセンターのＡさんは、一人暮らしの母親が要介護状態にな

って１週間が経過しました。このまま要介護状態が続いた場合、上司

のＢさんはＡさんに介護休業の取得について対応しなければならない

と考えています。 
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ように、配慮する必要があります。 

 

〇 また、労使協定により時間単位の子の介護休暇の取得対象から除外された職

員に対しても、半日単位で取得できるように配慮する必要があります。 

 

○ 介護休業等を申出、または取得をした職員に対し不利益な取扱いをしてはな

らないことになっています。いわゆる「ケアハラ」も、不利益取扱いの類型で

あり、禁止されています。要介護状態にある対象家族を介護する職員に対して

は所定外労働および時間外労働の制限の規定を定めることになっています。請

求があった場合は、対象家族１人につき、 介護終了（１回の請求につき１か月

以上１年以内の期間）まで所定外労働を制限（残業の免除）すること、また制

限時間（1か月 24時間、1年について 150 時間）を超えて時間外労働をさせて

はならないことになっています。また、上司・同僚が職場において、介護休業

等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう、職員への周知・

啓発、相談体制の整備等の防止措置を講じることとなっています。 

 

○ また、要介護状態にある対象家族を介護する職員から申し出があった場合、

勤務時間の短縮等の措置を講じることになっています。 

 

（参考）育児介護休業法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「行動規範」 

「育児及び介護休業規程」等 



109 

 

 

（９）職場で卑猥な会話【セクシュアルハラスメント】 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 相手が望まない不快な性的言動は、職場（※）におけるセクシュアルハラス

メントにあたります。 

 

（※） 「職場」とは 

事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業し

ている場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職

場」に含まれます。勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中などであっても、

実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断に当

たっては、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意かといったこ

とを考慮して個別に行う必要があります。（厚生労働省ポータルサイト「あかる

い職場応援団」より） 

 

○ 性的言動については、個人毎に受け止め方に違いがありますが、相手に嫌悪

感や不快感を与える行為はいけません。 

 

○ 職場におけるセクシュアルハラスメントの判断基準は、男女で受け取り方が

違ってきますが、一般的に、平均的な男性労働者・女性労働者が望まない不快

な言動かどうか、また、性的言動がどの程度繰り返されているかで判断されま

す。職場におけるセクシュアルハラスメントがあったと判断された場合、その

加害者は就業規則により懲戒処分の対象となり得ます。 

  

○ ２０２０年６月１日から、事業主に職場におけるセクシュアルハラスメント

の相談等をした労働者に不利益取扱いが禁止されています。 

 

○ 相手方の意に反する性的な言動によって、職員が職場で不快感や苦痛で業務

に専念できなくなるなど、職場環境を悪化させることは、組織の秩序を乱し、

◆ これって、セクハラでしょうか。 

○ Ａ子さんの職場は、男性の多い営業所です。男性のＢさんは、Ａ子さ

んにいつも「彼氏とうまくいっているの」「いつ結婚するの」などと、

しつこく聞いています。 

さらに、Ｂさんは、業務の間でも週刊誌の水着写真や卑猥な話を頻繁

にしていて、「冗談だから」と言いわけをしています。 
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事業運営にも悪影響を及ぼします。また、場合によってはＪＡが組織として法

的に訴えられ、損害賠償を求められることもあります。一人ひとりが、職場に

おけるセクシュアルハラスメントについての理解を深め、留意することが大切

です。 

 

○ なお、男女雇用機会均等法においては、正職員以外、パート・アルバイト・

派遣などを問わず職場におけるセクシュアルハラスメントが適用されます。 

 

○ また、同性に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも対象となりま

すので留意する必要があります。 

 

（参考）男女雇用機会均等法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「行動規範」「ハラスメント防止規程」等 

厚生労働省ホームページ 
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（１０）上司から人格を否定され、仕事を与えられなくなった 

【パワーハラスメント】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 職権を楯に、一方的な仕事の強要や個人の人格否定、必要な情報を与えない

などの行為は、職場におけるパワーハラスメントにあたります。 

 

○ 労働施策総合推進法において、大企業は２０２０年６月１日から、事業主は

パワーハラスメント防止措置が義務となりました。事業主は、職場におけるパ

ワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じな

ければなりません（雇用管理上の措置義務については、中小事業主も２０２２

年４月１日からは義務となりました）。 

  また、事業主に職場におけるパワーハラスメントの相談等をした労働者に対

する不利益取扱いも禁止されています。 

 

○ 職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な

関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により、③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③までの要素を全て

満たすものをいいます。 

 

○ 「①優越的な関係を背景とした言動」とは、「業務遂行にあたり、当該言動

を受ける労働者が行為者とされる者（以下、行為者）に対し抵抗・拒絶ができ

ない関係性を背景に行われるもの」を表します。 

 

○ 「②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは、「社会通念に照らし、

当該言動が明らかに事業主の業務上必要性がない、またはその態様が相当で

ないもの」を表します。 

◆ これって、パワハラではないでしょうか。 

○ 経済部のＡ課長は、「自分の言うとおりに仕事をしないと、いつでも

辞めていいんだぞ」と言い、事あるごとに、職員を無能呼ばわりしてい

ます。みかねた部下のＢさんは、Ａ課長に意見を言ったところ、Ａ課長

から、仕事に必要な情報を与えられず、会議や打ち合わせからもはずさ

れてしまい、Ｂさんは不眠や食欲不振になり、職場へ出勤することがで

きなくなりました。 
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○ 「③労働者の就業環境が害されるもの」とは、当該言動により、労働者が身

体的または精神的に苦痛を与えられ、当該労働者が就業するうえでの看過で

きない程度の支障が生じることを表します。 

 

○ 代表的な言動の類型としては、（１）身体的な攻撃（暴行・傷害）（２）精神

的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言）（３）人間関係からの切り離

し（隔離・仲間外し・無視）（４）過大な要求（業務上明らかに不要なことや

遂行不可能なことの強制・仕事の妨害）（５）過小な要求（業務上の合理性な

く能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこ

と）（６）個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）があります。 

※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や

指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。 

 

○ 職場におけるパワーハラスメントがあったと判断された場合、その加害者は

就業規則により懲戒処分の対象となり得ます。 

 

○ 職場におけるパワーハラスメントは、被害者の心身の状態を悪化させるだけ

でなく、職場の士気の低下、人材の流失など、マイナス要因につながることに

なります。 

 

○ 職場におけるパワーハラスメントを防止するには、固定化された価値観にと

らわれず、お互いの人格を尊重し、職場のコミュニケーションを深めることが

必要です。 

 

（参考）労働施策総合推進法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「行動規範」「ハラスメント防止規程」等 

厚生労働省ホームページ 
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（１１）妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 

【マタニティハラスメント、パタニティハラスメント】 

【質問】 

 

 

 

 

 

【回答】 

○ 妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、

上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことを「職場における妊娠・出産、

育児休業等に関するハラスメント」といいます。 

 

○ また、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理

由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新し

ないといった行為を「不利益取り扱い」といい禁止されてます（母親、父親を

問わない）。 

 

〇 特に、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントについては、母親が

被害者の場合はマタニティハラスメント（マタハラ）、父親が被害者の場合はパ

タニティハラスメント（パタハラ）と呼びます。 

 

○ これらは、正職員だけでなく、パート・アルバイト・派遣などを問わず「職

場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント」として男女雇用機

会均等法、育児・介護休業法が適用されます。 

 

○ 事業主は、「職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント」に

ついて防止措置を講じることが、義務付けられています。事業主が示すべき防

止措置の指針として、①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発、②相談

体制の整備、③職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応、

④職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

などが示されています。 

 

○ また２０２０年６月１日から、事業主に職場における妊娠・出産・育児休業

等に関するハラスメントの相談等をした労働者（母親、父親を問わない）に対

する不利益取扱いが禁止されています。 

 

◆ これって、マタハラでしょうか。 

○ Ａさんは、妊娠健診のために休暇を取得したところ、Ｂ先輩か

ら「就職したばかりのくせに妊娠して、図々しい」と何度も言わ

れました。就業意欲が低下しています。 
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（参考）男女雇用機会均等法、育児・介護休業法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「行動規範」「ハラスメント防止規程」等 

厚生労働省ホームページ 
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（１２）利用者からの明らかに理不尽な理由で、苦情を訴え、度を越した要求 

【カスタマーハラスメント】 

 

【質問】 

○ 支店窓口において、ある利用者が、特定の職員に対して、日頃のストレス

解消として、「接客態度が悪い」と、連日、長時間の説教をして暴言を吐き、

土下座まで強要していました。その際、上司は当事者を放置して逃げるよう

に席から離れてしまいました。結果、当該職員は精神的に追い詰められ、心

を病んでしまい、休職に追い込まれてしまいました。 

組合は、悪質なクレーマーから職員を守ってくれないのでしょうか。 

 

【回答】 

○ カスタマーハラスメント（カスハラ）とは、利用者等からのクレーム・言

動のうち、要求の内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態

様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就

業環境が害されるものをいいます。 

 

○ クレーマー対応は業務の一環として行われるものであるところ、これらの

対応は職員に対して多大なストレスを与えるものであり、当該クレーム対応

に起因して職員が精神疾患をはじめとした健康被害を生じることは往々にし

てあり得ます。 

 

○ 労働契約法第５条により、使用者（経営者）には、組合が職員の健康と安

全に配慮する義務という安全配慮義務があります。そのため、職員がクレー

マーによるカスタマーハラスメント被害に遭っているにもかかわらず、使用

者として職員をクレーマーから防衛することを怠った場合、職員への安全配

慮義務の違反となる可能性があるということになります。 

 

○ 質問の場合には、利用者が明らかに理不尽な理由で、苦情を訴え、度を越

した要求していることを認識しているにもかかわらず、上司が、職員を守る

ための対応をしておらず、カスタマーハラスメントに適切に対応していると

は言えません。 
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○ 組合として、カスタマーハラスメントへの方針等を整備して、職員一人に

抱え込ませずに、組織的に毅然とした態度で対応することが必要になりま

す。 

 

（参考）労働契約法、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起

因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」（令和

２年厚生労働省告示第５号）、カスタマーハラスメント対策企業マニュ

アル（厚生労働省） 
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（１３）職員の不正を発見した【内部通報者の保護】 

 

【質問】 

 

 

 

 

 

【回答】 

 

○ 公益通報者保護法が改正され、令和４年６月１日に施行されました。今回の

改正ポイントは、次のとおりです。 

 

①公益通報対応業務従事者を選定し、内部通報に適切に対応するために必要な

体制の整備を事業主に義務付けました。 

②部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備及び公益通報者を保護す

る体制の整備が義務付けられました。 

③公益通報対応業務従事者の選定と、内部調査等に従事する者に対して通報者

を特定できる情報の守秘を義務付けました。 

④公益通報者保護法で保護される者は、現行では労働者のみ（派遣労働者含む）

ですが、退職後１年以内の退職者や役員も保護の対象に追加されました。 

 

○ 国民の生活・身分・財産等を損なうような法令違反行為を職員が通報した場

合、通報者は、「公益通報者保護法」により解雇等の不利益な取扱いから保護さ

れます。 

 

○ パートやアルバイトについても、職員と同様に、通報したことを理由とした

解雇等の不利益取扱いが禁止されています。 

 

○ 公益通報者が使用者から解雇その他の不利益な取扱いを受けた場合には、労

働審判手続を申し立てたり、最終的には訴えを提起したりして、裁判所で解決

を図っていくことになります。 

 

○ なお、通報処理の仕組みやコンプライアンスの重要性について、内部通達、

電子メール等での告知徹底の実施、定期的な研修の実施、説明会の開催等によ

り、職員等に対し、十分に周知することが必要です。 

 

◆ 内部通報者は保護されるのでしょうか。 

○ ＪＡやＪＡ役職員の法令違反について内部通報することで、人事上の

差別的な処遇などの不利益な扱いをされないか心配です。 
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○ また、通報者等の所属・氏名等が職場内に漏れることは、それ自体が通報者

に対する重大な不利益となるため、ＪＡは通報者の匿名性の確保を徹底するな

ど、職員が安心して通報・相談できる仕組みを構築する必要があります。 

 

（参考）公益通報者保護法 

それぞれのＪＡの「就業規則」「行動規範」「ヘルプライン運営要領」等 

公益通報者保護制度ウェブサイト「公益通報者保護法と制度の概要」（消

費者庁所管） 

公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイド

ライン（内部の職員等からの通報）令和４年６月１日一部改正 

公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイド

ライン（外部の労働者等からの通報）令和４年６月１日一部改正 

公益通報者保護法第１１条第１項及び第２項の規定に基づき事業者が

とるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指

針（令和３年８月２０日内閣府告示第１１８号） 

公益通報者保護法に基づく指針（令和３年内閣府告示第１１８号）の解

説（令和３年１０月） 

公益通報者保護法の一部を改正する法律（令和２年法律第５１号）に関

するＱ＆Ａ（改正法Ｑ＆Ａ） 
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（１４）非正規職員の待遇について 

【不合理な待遇差の禁止・差別的取り扱いの禁止】 

【質問】 

 

 

 

 

 

 

【回答】 

〇 パート・有期労働法８条は、非正規職員について、正職員との間に不合理

な待遇差を設けることを禁止しています（不合理な待遇差の禁止）。また、同

法９条は、正職員と同一の仕事内容・責任、同一の配置転換を行う非正規職

員は、正職員と同一の待遇としなければならないとしています（差別的取り

扱いの禁止）。 

 

○ 正職員以外のパート職員、有期職員、無期転換職員、嘱託、定年再雇用者

等の非正規職員について、通勤手当を合理的な理由なく半額にしたりするこ

とはできません（通勤日数に応じた比例支給や実費支給等、合理的説明がで

きること）。（パート・有期労働法８条、最高裁判決） 

 

○ この他にも、その資格が無ければ担当業務を行えない資格手当や役付手当、

出張旅費、残業代の割増率、食堂・休憩室・更衣室の利用、業務に必要な教

育訓練については、正職員と同じ基準で支給し、利用させ、訓練しなければ

いけません。（パート・有期労働法８条、１１条、１２条） 

 

○ 契約時に更新限度を設けていない非正規職員に、更新を繰り返しているに

もかかわらず、有給の夏期冬期休暇・病気休暇を全く与えなかったり、合理

的な理由なく家族手当、住宅手当を全く支給しない場合、損害賠償請求訴訟

になる可能性があります。（パート・有期労働法８条、最高裁判決・高裁確

定判決） 

 

〇 定年再雇用者について、退職前と全く同じ仕事内容で、同じ責任（役職含

む）を負わせている場合には、該当する役職の役付手当の支給だけではなく、

年収ベースで退職前と遜色ない賃金総額を支給しない場合、損害賠償請求訴

訟になる可能性があります。（パート・有期労働法９条）  

※ まだ裁判例はありませんが、経営者側の弁護士は警鐘を鳴らしています。 

◆ パートさんや有期職員にも、正職員と同じ通勤手当を支給しなければ

いけませんか？ 

○ １年更新契約のＡさんは、同じ居住地域から来ている正職員のＢさん

と比べて通勤手当が半分しかもらえない理由を聞きたいと言ってきま

した。同じ通勤手当を払わなければいけないのでしょうか？ 
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〇 非正規職員に対して、次のいずれかの措置を講じる義務があります。（パー

ト・有期労働法１３条） 

①正職員を募集する場合、その募集内容を、正職員を募集する事業所で雇用

している非正規職員に周知する 

②新たな正職員のポストをＪＡ内で公募する場合、当該ポストのある事業所

で雇用している非正規職員にも応募する機会を与える 

③非正規職員が正職員へ転換するための登用制度や試験制度を設ける 

 

〇 非正規職員の雇入れ時・契約更新時には、労働契約書や労働条件通知書の

明示と併せて、正職員との間で①不合理な待遇の相違を設けていないこと、

②差別的取り扱いをしていないこと、③賃金の決め方、④教育訓練、⑤利用

できる福利厚生施設、⑥正職員への登用について、説明する義務があります。

説明は、非正規職員の所属長が資料を活用し口頭で行うことを基本とし、説

明すべき事項を全て記載の資料であれば交付する方法でも構いません。難し

い質問を受けたときは、人事部門に確認して回答します。（パート・有期労働

法１４条１項） 

 

〇 賃金や手当、休暇等の待遇について、非正規社員から正職員との待遇の相

違について説明を求められたときは、①本人と業務が最も近い正職員層、②

①の正職員層との当該待遇の相違内容とその理由、③本人の当該待遇を決定

するに当たり考慮した事項について、説明する義務があります。説明は、非

正規職員の所属長が人事部門が作成した資料を活用して口頭で行うことを

基本とし、説明すべき事項を全て記載した資料であれば交付する方法でも構

いません。難しい質問を受けたときは、人事部門に確認して回答します。（パ

ート・有期労働法１４条２項） 

 

○ 非正規職員が、待遇に関して相談する窓口を設置しなければいけません。

（パート・有期労働法１６条） 

 

○ 以上の内容は、ＪＡの就業規則や規程、個別の労働契約・労働条件通知書

に反映される必要があります。なお、「損害賠償請求訴訟になる可能性があり

ます」と説明した項目は、最高裁判決・高裁確定判決で使用者側が敗訴した

事例等です。 

 

〇 今後も、裁判所の判決の積み重ねによって明確になってくる事項があると

思われますので、留意する必要があります。 

 



121 

 

 

（参考）パート・有期労働法 

最高裁判決（高裁確定判決等を含む） 

それぞれのＪＡの「就業規則」「規程」等 

厚生労働省ホームページ 
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５．ＪＡの経営・業務運営に関する事項 

（１）役員の忠実義務と善管注意義務 

【質問】  

 

 

 

 

【回答】 

○ 役員とＪＡの関係は、委任に関する規定（民法第 643 条～第 656 条）に従い

ます（法第 30 条の 3）。このため、役員には善管注意義務と忠実義務が課され

ます。 

 

○ したがって、たとえ非常勤の理事であっても、理事会の構成員として、理事

たる地位にある者として通常要求される程度の注意を尽くす義務があります。

また、ＪＡのために忠実にその職務を遂行することが求められます。 

 

○ ところが、Ａ理事は理事に選任されたものの、ほとんど理事会に出席してい

ないのであれば、こうした義務を果たしていないことになり、大きな問題であ

るといえます。 

 

○ ＪＡの経営に問題が生じた場合、善管注意義務違反を問われ、損害賠償を求

められる場合があります。 

（参考） 

① 善良なる管理者の注意義務（民法第 644条） 

○ 理事は、理事会の構成員または代表理事として、その職務を執行するにあ

たり、ＪＡに対して善良なる管理者の注意義務（善管注意義務）を負います。

善管注意義務とは、理事たる地位にある者として通常要求される程度の注意

を尽くす義務をいいます。 

 

② 忠実義務 

○ 農業協同組合法は，第 35 条の 2 第 1 項で「理事（経営管理委員設置組合にあ

っては，理事及び経営管理委員。次項及び第４項において同じ。）は，法令，法令

に基づいてする行政庁の処分，定款等及び総会（経営管理委員設置組合にあって

は，総会及び経営管理委員会）の決議を遵守し，ＪＡのために忠実にその職務を

遂行しなければならない。」とする規定を置いています。 

○ Ａ理事は、理事に選任されましたが、農業経営が忙しいため、ほとん

ど理事会に出席していません。非常勤の役員なので問題はないでしょう

か。 



123 

 

 

（２）役員の職務専念義務 

【質問】  

 

 

 

【回答】 

※ 農業協同組合法では、次の義務を役員に課しています。 

（１）競業避止義務 

○ 役員は、善管注意義務（第 30条の３）や忠実義務（第 35条の 2第 1項お

よび第 35 条の 5 第 5 項）により、ＪＡの行う事業と実質的に競争関係にあ

る事業を営み、または従事し、自己の利益を図るためＪＡの利益を害するこ

とをしてはなりません。 

○ 役員が競業避止義務に反する取引を行ってＪＡに損害を与えた場合には、

農業協同組合法 35 条の 6 第 1 項の規定による損害賠償責任の対象となりま

す。 
 

（２）兼職・兼営の禁止 

○ 法第 30 条の 5 第 1 項は、貯金または定期積金の受入れの事業を行うＪＡ

の①代表理事、②経営管理委員を置くＪＡの理事並びに③ＪＡの常務に従事

する役員（経営管理委員を除く）及び④参事は、他のＪＡもしくは法人の職

務に従事し、または事業を営んではならないとする旨の定めを置いています。 

○ これは、社会経済上、重要な機能を果たす金融機関の業務運営は一般貯金

者・取引者に広く重大な影響を及ぼすものなので、金融の業務に携わる役員

等は専らその業務に従事専念すべきとする職務専念義務に基づくものです。 

○ また、金融機関の代表理事等が他の法人の職務に従事すれば、ともすれば、

一般貯金者の資金をその法人に安易に貸し付ける、いわゆる情実融資の弊害

を招き、その結果、金融機関の資産内容の悪化や信用失墜を招くおそれが小

さくないためでもあります。 

○ なお、法第 30 条の 5 第 1 項の「他の組合若しくは法人の職務に従事し」

とは、法人格の異なる農業協同組合または農業協同組合連合会のほか、営利・

非営利を問わず、あらゆる法人（法律の規定により法人とみなされるものを

含む）の職務のすべてが含まれます。 

○ また、「事業を営む」とは、代表理事またはＪＡの常務に従事する理事等が

自ら営む事業、すなわち、営利の目的をもって同種の行為を反復継続的に行

うことを意味します。農業、林業、水産業等も含みますが、法第 30条の 5第

1 項の趣旨が、兼職・兼営を規制することにより職務専念を確保することで

すから、生計と未分離であるような経営の実態にあるものまでが規制対象に

なることはないと解されます。 

○ Ａ理事は職員には就業規則に基づき職務専念義務があるが、役員にはこ

うした義務はないといっているようです。本当ですか。 
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（３）利益相反取引 

【質問】 

 

 

 

【回答】 

○ 農協法で、次の理事とＪＡとの間の利益相反取引規制が規定されています。 

○ 農協法では、理事が自己または第三者のためにＪＡと取引する場合、または、

ＪＡが理事の債務を保証する場合等には、理事会（経営管理委員を置くＪＡに

あっては経営管理委員会。以下同様とする。）において当該取引につき重要な事

実を開示（判断する資料の開示等）し、その承認を受けなければならない（農

協法第 35 条の 2 第 2 項）としています。これは、理事が自らの地位を利用し

て、ＪＡの利益を犠牲にし、自己の利益を図ることを防止するためです。 

○ また、取引をした理事は当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な

事実を理事会に報告しなければなりません（農協法第 35条の 2第 4項）。 

○ したがって、質問の融資案件については、理事会において取引の重要な事実

の開示を行い、その承認を受ける必要があります。さらに、当該取引後の理事

会において、取引に係る重要な事実を報告しなければなりません。 
○ ところで、この利益相反取引には、理事がその地位を利用してＪＡの利益を

犠牲にし、自己の利益を図ることを防止しようとする法の趣旨からみて、その

行為の性質上利害衝突のおそれがなく、理事がＪＡの利益を犠牲にして私利を

はかる余地がない行為は含まれないと解されます。 

○ なお、理事会の承認の決議においては、取引の相手方である理事またはその

取引について利益相反関係にある理事は、決議につき特別の利害関係を有する

者として議決権を行使することができません（法第 33条第 2項）。 

○ 理事会（経営管理委員を置く組合にあっては経営管理委員会）の承認を受け

ないでなされた取引は、無効です。しかしながら、無権代理行為に準じて追認

（理事会または経営管理委員会の事後承認）があれば有効とする説が通説です。 

○ 理事会または経営管理委員会の承認を必要とする取引について、その承認を

受けなかった場合には、当該理事とＪＡを代表して取引をした理事が、法令違

反の行為をしたことになります。その結果ＪＡに生じた損害については、連帯

して損害賠償の責めを負います。 

○ また、理事のＪＡに対する責任という点では、理事会または経営管理委員会

の承認を受けて取引がなされたからといって当然に責任が生じないというわ

けではありません。例えば、対価が不当であることなどによりＪＡが損害を被

った場合には、当該理事、ＪＡを代表して取引をした理事、および理事会また

は経営管理委員会で承認の決議に賛成した理事または経営管理委員に損害賠

償責任が生ずる場合があります。 

○ 賃貸マンション経営を行っているＪＡの理事から事業資金の融資の申込

がありました。こうした場合、どうしたらよいのでしょうか。 
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（４）事業の範囲 

【質問】 

 

 

【回答】 

（１）ＪＡが行うことのできる事業の種類の制限 

○ 農業協同組合法は、ＪＡが行うことができる事業の種類を第 10 条に列挙

しており、他に、10条の例外規定（第 11条の 50）、その他の法律でＪＡが行

うことができることとされている種類の事業のみを行えるのであって、法で

定められている事業以外の事業を行うことはできないのです。 

 

（２）各ＪＡが行うことのできる事業の範囲 

○ それぞれのＪＡが行うことのできる事業は、法令に定められた事業を自動

的に行うこととなるのではなく、法令に定められた範囲内でそれぞれのＪＡ

が自らの意思でその定款に定めたところによります。 

 

○ そして定款に定めた事業以外の事業は、そのＪＡが行うことができる事業

の範囲外の事業であり、行うことができません。 

 

（３）事業の範囲外の事業を行った場合どうなるか 

○ 当該ＪＡが行うことのできる事業の範囲外の事業を行った場合は、その法

律行為(契約)は、当該ＪＡの権利能力・行為能力の範囲外の行為として無効

であるとするのが通説・判例の解釈です。 

 

○ ＪＡが行うことのできる事業の範囲外の事業を行ったときは、ＪＡの業務

が法律または定款に違反するものとして、行政庁は、いわゆる必要措置命令

の処分をすることができます（法第 95条第 1項）。また、法律の規定に基づ

いてＪＡが行うことができる事業以外の事業を行ったことになり、解散を命

ずることができる（法第 95条の 2 第 1号）と解されています。 

 

○ また、定款に定めた事業の範囲外の事業を行った役員は、法律の規定に基

づいてＪＡが行うことができる事業以外の事業を行ったことになり、過料に

処せられる（法第 101 条第 1項第 1号）ことがあると解されています。また、

法第 99条（権限踰越の罰則）または刑法第 247条（背任罪）などによって処

罰されることがあります。 

（注）権限踰越＝けんげんゆえつ。ＪＡの事業の範囲を「乗り越え」、権限

の範囲外の事業を行うこと。 

◆ ＪＡが実施できる事業の範囲には制限があるのでしょうか。 
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（５）大口信用供与等の制限 

【質問】 

 

 

  

【回答】 

○ 農業協同組合法第 11条の 8第 1項は、「第 10条第 1 項第 3号の事業を 

行う組合の同一人（当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以

下この条において同じ。）に対する信用の供与等（信用の供与又は出資（信用の

供与又は出資に相当するものを含む。）として政令で定めるものをいう。以下こ

の条において同じ。）の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の

額に政令で定める率を乗じて得た額（以下この条において「信用供与等限度額」

という。）を超えてはならない」ことを定めています。 

なお、農業協同組合法第 10条第 1 項第 3号の事業とは、「組合員の貯金又は

定期積金の受入れ」の事業です。 

 

○ これを一般に大口信用供与の規制と呼んでいます。そのねらいは、危険の分

散とＪＡの資金の利用が一部の者に偏らないよう信用の供与の適正な配分に

資することを目的としたものです。 

 

○ 平成 10 年の金融システム改革法により、持ち株会社や親子会社双方の形態

による金融・証券業務等の相互参入、業務規制の自由化に対応して、金融機関

に対する各業態法による諸規制が、従来、金融機関単体を中心としたものから、

子会社等を含めた金融機関グループを視野に入れた規制の体系へと転換され

ました。 

 

○ 平成 25 年の金融商品取引法等の一部を改正する法律による改正農業協同組

合法が平成 26年 12月 1日に施行され、大口信用供与の規制について、信用供

与等限度割合の引き下げ、受信者側グループの合算範囲の拡大、信用供与等の

範囲の拡大など国際的な規制の基準とあわせた見直しが行われました。 

 

○ 受信側グループは、これまでの同一人自身の親子兄弟会社に加え、実質子法

人等や合算関連法人等についても合算範囲とされ、受信者側単体、受信者側グ

ル―プともに同じ限度割合で規制されます。 

◆ 大口信用供与等の規制について説明してください。 
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○ 大口信用供与等規制の対象となる「信用の供与等」とは、「貸出金」「債 

務の保証」「出資」および、「これらに類するものとして主務省令で定め 

るもの」ですが、コールローン（当面の間適用除外）・農林中央金庫および 

系統預金または系統預け金を除く金融機関預け金、金銭の信託、コミットメ 

ントライン（融資未実行部分）・デリバティブ取引に係る信用供与等相当額 

などのオフ・バランス取引等が新たに規制対象に追加されました 

（農業協同組合法施行令第 10条第 7項、信用事業命令第 16条）。 
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（６）員外利用規制 

【質問】 

  

 

【回答】  

○ ＪＡの行う事業をそのＪＡの組合員以外の者（員外者）が利用することを一

般に員外利用といいます。 

○ 農業協同組合法は、ＪＡが行うことができるものとして、法に定めた事業に

ついて、法第 10 条第 17 項から第 22 項に定める要件に従って組合員以外の者

に利用させることができるとしています。 

○ ＪＡが適法に員外利用をさせるための要件は次の二つに分けられます。 

① 当該ＪＡの定款で、組合員以外の者に利用させることができる旨を定める

こと（定款の相対的必要記載事項。法第 10条第 17項） 

② 法による員外利用分量の制限に従うこと 

○ 以上の適法要件に違反することとなった場合は、ＪＡに対する行政庁の必要

措置命令（法第 95条）の原因となると解されます。また、員外利用を認める旨

の定款の定めがないにもかかわらず組合員以外の者に当該事業を利用させた

場合は、法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったこと

となり、ＪＡに対する行政庁の解散命令（法第 95 条の 2 第 1 項）や役員に対

する処罰（法第 101 条など）の原因となると解されます。 

また、それを行った理事の単独改選請求（法第 38条第 3項ただし書き）の事

由、および損害賠償責任の原因ともなります。 

○ なお、組合員以外の者の利用分量は、原則として、組合員の利用分量の５分

の１を超えてはならないとされていますが、以下のように、事業の種類によっ

ては特例が認められています。 

① 利用分量の制限の規定にかかわらず、一定の組合員以外の者の施設利用を

認めるもの 

② 一定の組合員以外の者を利用分量の計算上は組合員とみなすもの  

③ 組合員の利用分量の 100 分の 25 または 100 分の 100 を超えてはならない

とされている事業 

④ 員外利用分量計算上、組合員の利用分量以外の基準を用いているもの 

⑤ 組合員以外の者の利用につき利用分量制限の対象外とされている事業 

○ また、農業協同組合法以外の法律によってＪＡが行うことができることとさ

れた事業は、それぞれの法律の定めるところに従って行われるのですから、員

外利用に関する農業協同組合法の規定は適用がありません。 

◆ ＪＡの場合、員外利用規制に反するとどうなりますか。 
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（７）粉飾決算・違法配当 

【質問】 

 

 

 

 

【回答】 

○ 粉飾決算とは、法人が決算を行うに際し、資産や業績・利益などを実際の数

値よりも良く見せかける経理操作です。こうした粉飾決算は違法配当につなが

り、法人の財産的基礎を危うくし、組合員や利用者、債権者を欺く違法行為で

す。 

 

○ また、剰余金の配当について、ＪＡは出資配当および事業分量配当を行うこ

とができます。ただし、法第５２条に剰余金の配当の限度額が定まっています。

同条第２項においては、「剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員

の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年８分以内において政令で定

める割合を超えない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならな

い。」とされています。 

 

○ これに違反した役員は、５０万円以下の過料に処せられます。 

◆ 粉飾決算や違法配当を行った場合についてＪＡではどのようになっ

ていますか。 
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（８）役員と第三者との関係 

【質問】 

 

 

 

【回答】 

○ 役員がその職務を行うにつき、悪意または重大な過失があったときは、その

役員は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めを負います（法第 35条の 6第

8項・第 10項）。 

 

○ 重要な事項につき事業報告、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処

分案または損失処理案、注記表、付属明細書に虚偽の記載をし、または虚偽の

登記もしくは公告をしたときも同様です（法第 35条の 6第 9項）。 

 

○ 役員はＪＡに対して委任および準委任の関係に立っている（法第 30 条の 3）

ため、第三者に対しては直接に何らの法律関係にも立っていません。したがっ

て、役員がＪＡに対する職務を怠りその結果第三者に損害を及ぼしたとしても、

一般の不法行為の要件を備える場合のほかは、当然にはその損害を賠償する責

めを負うことはないはずです。 

しかし、ＪＡの性質上、役員の職務の遂行は第三者の利害に関するところが

大きいので、この第三者に対する責任は、第三者の保護の立場から、法が認め

た特別の責任なのです。 

 

○ この責任の法律上の性格については、議論のあるところですが、悪意または

重過失がある場合において認められ、かつ、その悪意または重過失は、役員の

職務の懈怠（けたい：怠けるの意）について存すれば足ります。 

したがって、その悪意または重過失が第三者の権利侵害について存すること

を必要とする一般の不法行為の責任とはその要件を異にします。 

 

○ すなわち、役員において、任務懈怠につき悪意または重大な過失があった場

合には、その役員の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係が

ある限り、ＪＡが役員の任務懈怠により損害を被った結果、ひいては第三者に

損害を生じた場合（間接損害）であると、直接第三者が損害を被った場合（直

接損害）であるとを問わず、当該役員が直接第三者に対して損害賠償の責めに

任ずべきとされています。 

 

◆ 役員と第三者との関係について説明してください。 
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（９）定款・ディスクロ誌等の備置義務 

【質問】 

 

 

【回答】 

○ 農業協同組合法では、「理事は、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託

規程、宅地等供給事業実施規程及び農業経営規程（以下「定款等」）を各事務所

に備えて置かなければならない。」（法第２９条の２）とされています。 

○ さらに、「組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事

に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正

当な理由がないのにこれを拒んではならない。」とされています。 

○ また、信用事業・共済事業を行うＪＡは、「事業年度ごとに、業務及び財産の

状況に関する事項として農林水産省令で定めるものを記載した説明書類を作

成し、当該組合の事務所（主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供

される事務所その他農林水産省令で定める事務所を除く。以下この条において

同じ。）に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。」（法第５４条の３第

１項）とされています。 

○ この説明書類とは、いわゆるディスクロ誌と呼ばれるもので、ディスクロ誌

を公衆の縦覧に供せず、またはディスクロ誌に記載すべき事項を記載しなかっ

た者は、１年以下の懲役または３００万円以下の罰金が科せられるほか、ＪＡ

に対しても２億円以下の罰金が科せられます。 

○ なお、金融機関に対する信頼の確保と訴訟等による損失の発生を抑止するこ

とにより金融機関としての健全性確保と貯金者保護に資する観点から、以下の

とおり、法第 11 条の 6に利用者保護に関する規定が設けられています。 

〔法第 11条の 6第 1項〕 

第 10条第 1項第 3号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れに関し、

貯金者及び定期積金の積金者（以下この項において「貯金者等」という。）の保護

に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の

内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。 

――これは具体的には、主要な貯金等の金利の明示、取り扱う貯金等に係る手数

料の明示、貯金保険の保険金の支払い対象であるものの明示が求められるほ

か、貯金商品の内容について、利用者の求めに応じ、概要説明書等を用いた

説明およびその交付が求められます。 

◆ 定款・ディスクロ誌等の備置義務について説明してください。 
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（１０）虚偽のディスクローズ 

【質問】 

 

 

 

【回答】 

○ 「貯金または定期積金の受入れの事業」または｢共済事業｣を行うＪＡは、事

業年度ごとに、業務および財産の状況を記載した説明書類を作成して、当該Ｊ

Ａの事務所（主として信用事業または共済事業以外の事業の用に供されている

事務所その他主務省令で定める事務所を除く）に備え置き、公衆の縦覧（じゅ

うらん）に供することが求められています（法第 54条の 3第 1項）。いわゆる

ディスクロージャーに関する規定です。 

 

○ 公共性の高い業務を行っている金融機関については、金融機関が経営内容を

開示することを通じ、業務の実態のみならず、自らの財務内容を規正する効果

を期待する見地から、設けられた制度です。 

 

○ また、ＪＡが子会社等を有する場合には、当該ＪＡは、自らの説明書類のほ

か、当該ＪＡおよび子会社等の業務および財産の状況に関し、当該ＪＡおよび

子会社等につき連結して記載した書類を作成した説明書類を作成し、その事務

所に備え置き、公衆の縦覧に供すべきこととされています。 

 

○ 縦覧に供する時期については、当該事業年度経過後４月以内に開始し、当該

事業年度の翌事業年度にかかるそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの

間、公衆の縦覧に供する必要があります（法第 54 条の 3 第 5 項、省令第 206

条）。 

 

○ この説明書類を公衆の縦覧に供せず、または説明書類に記載すべき事項を記

載せず、もしくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供した者は、１年以下の懲役

または 300万円以下の罰金刑に処せられます（法第 99条の 6）。 

また、組合に対しても２億円以下の罰金刑が科されます（法第 100 条の 6）。 

◆ ディスクロージャーについて注意するべきことを教えてください。 
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（１１）行政庁の検査回避・虚偽報告 

【質問】 

 

 

 

 

【回答】  

○ 行政庁の立入検査の際の質問に対する虚偽報告、検査妨害・忌避や、ＪＡの

業務・財産の状況に関する諸報告（決算状況表等）の提出命令に対する報告回

避・虚偽報告は、農業協同組合法で罰則の対象となります。 

 

○ 行政庁は、必要と認めた場合にはいつでもＪＡに対し、業務および財産の状

況について報告を求めることや、行政庁の職員に立入検査をさせることができ

ます。特に必要と認める場合には、必要な限りにおいてＪＡの子会社に対して

も業務および財産の状況について報告を求めることや、行政庁の職員に立入検

査をさせることができます。子会社は正当な理由がなければこれを拒むことが

できません。 

 

○ これに違反して、①虚偽の報告をした場合や報告や資料を提出しなかった者、

②検査の拒否・妨害等を行った者は、１年以下の懲役または３００万円以下の

罰金が科せられる（法第 99条の 7）ほか、ＪＡに対しても２億円以下の罰金が

科せられます（法 100 条の 6）。 

 

 

（参考）農業協同組合法第９３条（報告の徴取） 

           第９４条（業務又は会計の状況の検査） 

 

◆ 行政庁の検査回避・虚偽報告について説明してください。 
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（１２）行政庁の業務改善命令・業務停止命令 

【質問】 

 

 

 

 

【回答】 

○ 行政庁は、ＪＡの業務内容・財産の状況に照らして、業務の健全かつ適切な

運営確保のため必要があると判断するときは、改善計画の提出や業務の全部・

一部停止命令を発動することができます。 

 

○ また、ＪＡが法令等に違反する行為を行ったときは、行政庁は業務の全部・

一部停止、ＪＡの解散、役員の解任などの命令を発動することができます。 

 

（参考）農業協同組合法第９４条の２（行政庁の監督上の命令又は指示） 

           第９５条（違法行為に対する処置） 

           第９５条の２（行政庁による解散命令） 

 

◆ 行政庁の業務改善命令・業務停止命令について説明してください。 
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（１３）無償の利益供与 

【質問】 

 

 

 

 

【回答】 

○ 寄付金・負担金・政治献金等の支出が、①社会的相当性を逸脱している場合

や、②ＪＡの目的達成上必要なものであると認められない場合には、役員等は

忠実義務違反等の対象となることがあります。 

 

○ 無償の利益供与とは、対価が全く伴わないか、反対給付があっても著しく少

ない場合の財産上の利益供与を言います。 

 

○ 「無償の利益供与」そのものは違法行為ではありません。しかし、たとえば、

寄付金・負担金等の支出が社会的に許容される範囲（相手先や金額など）を逸

脱しているときや、法人の目的達成上必要な行為であると認められない場合に

は、役員等の忠実義務違反となることがあります。 

 

○ 政治献金については、政治資金規正法の規定を遵守することが必要です。 

 

（参考）農業協同組合法第３５条の２（役員の忠実義務） 

民法第６４４条（受任者の善管注意義務） 

 

◆ 無償の利益供与についてどのような規制がありますか。 
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（１４）ＪＡの財産を危うくする罪 

【質問】 

 

 

 

【回答】 

○ 業務の範囲外における貸出や投機目的のためのＪＡ財産の処分は、ＪＡの財

産を危機に陥れる行為であり、刑罰の対象となります。 

 

○ 法人の財産を危機に陥れる可能性のある行為を、具体的な財産上の危険が生

じたと否とを問わず処罰の対象としています。 

 

○ 処罰の対象となる行為は、ＪＡの業務の範囲外において、①貸付または手形

の割引をなすこと、②投機目的のためにＪＡの財産を処分することです。 

 

 

（参考）農業協同組合法第９９条（役員の権限踰越の罰則） 

 

◆ ＪＡの財産を危うくする罪について説明してください。 
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（１５）ＪＡの使用者責任 

【質問】 

 

 

 

【回答】 

○ ＪＡ（使用者）の職員（被用者）が業務遂行に際して、利用者や第三者に対

し違法に損害を与えた場合には、その職員はもちろんＪＡ（使用者）も損害賠

償責任を問われることがあります。 

 

○ 職員が不法行為を行ったときに、職員の選任や監督について過失があったと

認められる場合にはＪＡ(使用者)の損害賠償責任が問われます。 

 

○ 使用者責任が問われる可能性があるケースとしては次のようなものが考え

られます。 

 

・守秘義務に違反して職員が組合員・利用者の秘密を漏らした場合 

・説明義務があるにもかかわらず、必要な説明事項を組合員・利用者に説明し

なかった場合 

・違法な取り立て行為を行った場合 

・渉外業務中などに交通事故を起こした場合 

 

 

（参考）民法第７１５条（使用者等の責任） 

 

 

◆ ＪＡの使用者責任について説明してください。 
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（１６）理事のＪＡに対する責任 

【質問】 

 

 

【回答】 

○ 理事は、ＪＡに対して委任および準委任の関係に立って（法第 30 条の３）、

善管注意義務をもってその任務を遂行する義務を負い（民法第 644条）、さらに

忠実義務が求められています（法第 35条の 2）。 

○ 理事がこの義務に違反するときは、ＪＡに対してその責めを免れないのは当

然です。法第 35 条の 6 第 1 項・第 10 項が、理事がその任務を怠ったときは、

ＪＡに対して連帯して損害賠償の責めに任ずる旨を定めているのは、このこと

を明らかにしたものにほかなりません。 

○ この責任は、債務不履行に基づく責任にほかなりません。ただし、ここでは、

数人の理事に任務違反があった場合に、その理事の責任が連帯とされている点

が、債務不履行に関する民法上の一般原則の特則となっています。 

この責任は、理事の故意（わざと）または過失（うっかり）を要件とするこ

とは当然です。 

○ なお、理事のこの注意義務または忠実義務違反の責任は、他の理事の重大な

任務違反を知りながら必要な措置（理事会の招集など）を講じることなく、漫

然とこれを放置したような場合にも認められることに注意が必要です。 

○ こうした責任を負う者は、それぞれ責任原因たる行為をした理事です。こう

した理事が数人あるときは、それらの理事は連帯して責任を負います（法第 35

条の６第 10項）。また、監事も責任を負うときは、その監事も含めて連帯して

責任を負います（法第 35条の６第 10 項）。 

○ その責任原因たる行為が理事会の決議に基づいてなされたときは、その決議

に賛成した理事はその行為をなしたものとみなされ（法第 35 条の 6 第 2 項）、

実際に行為を行った理事とともに連帯して責任を負います。 

○ また、ある理事が決議に賛成したか否かは、事実問題であって、本来その者

の責任を追及する者が立証すべき事項ですが、法は、その立証の困難を救うた

め、決議に参加した理事で議事録に異議を止めなかった理事は決議に賛成した

ものと推定しています(法第 33 条第 5 項)。したがって、こうした理事が責任

を免れようとするには、自ら決議に反対した旨を立証しなければなりません。 

◆ 理事のＪＡに対する責任について説明してください。 
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（１７）経営管理委員とＪＡとの関係、経営管理委員の責任 

【質問】 

 

 

 

【回答】 

○ ＪＡと経営管理委員との法律関係は、委任に関する規定に従います（法第 30

条の 3）。したがって、経営管理委員は経営管理委員会の構成員として、その職

務を行うにあたっては、当然、善管注意義務を負い（民法第 644条）、法令およ

び定款等の定め、ならびに総会の決議を遵守しＪＡのために忠実にその職務を

遂行する忠実義務を負います（法第 35条の 2第 1項）。 

 

○ 具体的には、善管注意義務（農業協同組合法第 30条の３）や忠実義務（第 

35条の 2第 1項）により競業避止義務を負うこと（法第 42条）、および経 

営管理委員会の承認を受けないでＪＡとの利益相反取引を行ってはな 

らない義務を負うこと（法第 35条の 2第 2項）、また、その受け取るべき 

報酬についてはお手盛り防止の観点から、定款の定めによるか総会の決議 

によるべきこと（法第 35条の 4→会社法第 361条）についても、理事の場 

合と同様です。 

 

○ なお、報酬については、監事の報酬とは区別して定めることを要しますが、

経営管理委員の報酬額と理事の報酬額とを区別することなく、両者の総額を一

括して定めて各報酬額の決定を経営管理委員等特定の者に一任しても必ずし

も違法ではないと解されます。 

 

○ 経営管理委員とＪＡとの関係は、ＪＡと理事との関係と同様、委任の関係に

立ち、委任契約に基づく善管注意義務といわゆる忠実義務とを負います。 

 

○ この任務を怠りＪＡに損害を生じさせた場合には、ＪＡに対し損害賠償の責

めを負います。また、職務を行うにつき悪意または重大な過失があった場合に

は第三者に対しても損害賠償の責めを置くことになります（法第 35条の 6 第 8

項・第 10項（連帯債務））。これらは理事の場合と同様です。 

 

 

◆ 経営管理委員とＪＡとの関係や経営管理委員の責任について説明し

てください。 


